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午前９時00分 開議  

○議長（丹羽豊次君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員には、垂井町議会会議規則第106条の規定により、７番 中村ひとみ

君、８番 安田功君を指名いたします。 

 本日の議事日程は、あらかじめ印刷してお手元に配付してありますので、これより議事日程

に入ります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（丹羽豊次君） 日程第１、一般質問を行います。 

 通告に基づき、順次発言を許可いたします。 

 １番 太田佳祐君。 

〔１番 太田佳祐君登壇〕 

○１番（太田佳祐君） 議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を開始いたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、４月14日に熊本地震が発生しました。この地震では、４月14日と16日の２度に

わたり震度７の地震が発生し、余震の回数は４月末の時点で1,093回と非常に多く発生しまし

た。この一連の地震による推定被害額は4.6兆円にも上ります。この震災の犠牲となった49名

の方々には、衷心より哀悼の意を表するとともに、1,684名の負傷された方々や最大で18万

3,882名の方々が避難生活を余儀なくされ、震災から約２カ月が経過した今もなお避難所での

生活を強いられている方々、生活の再建途中の方々に対しても、心からお見舞いの意を表しま

す。 

 これまで九州地方は地震が少ない地域だと言われていました。しかし地震はいつどこで起こ

るかわかりません。まして当町においては近隣に養老桑名四日市断層があり、東南海トラフ地

震が発生する可能性があります。日ごろから災害に対する意識を持ち、非常時のための準備を

怠らないように周知や啓発を進めていきたいと思います。 

 さて、今回の質問は２点です。１点目は投票率を上げるための取り組みについて、２点目は

ＡＩ時代の教育のあり方についてお伺いいたします。 

 まず、１点目の投票率を上げるための取り組みについてをお伺いいたします。 

 この中で２点お伺いしたいと思います。 

 まず、１点目の投票率を上げるための取り組みについてお伺いいたします。公職選挙法の改

正についてまずお伺いいたします。 

 今年度に入り、公職選挙法第39条の改正が可決されました。この改正では、公職選挙法第39

条の次に１条が追加され、共通投票所の開設が選挙日でも可能となりました。これまで共通投
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票所は期日前投票の際にしか利用できず、投票日にはそれぞれ最寄りの投票所で投票を行って

いましたが、今回の改正で、駅や商業施設など任意の会場で投票所を設置することが可能とな

りました。また、投票の際の同伴者も幼児から18歳未満に拡大され、投票所の開設時間も最大

２時間の前倒し、もしくは延長が可能となり、投票の利便性を大幅に高めることが可能となり

ました。共通投票所を設置することで、有権者の投票に関する利便性が向上し、投票率の向上

に寄与することが期待されますが、共通投票所の設置は各自治体の任意とされています。 

 １点目の質問としては、近日中に実施が予想される参議院議員選挙において、垂井町でも共

通投票所を設置する予定があるのか否か。また、共通投票所の設置に対する町の考え方をお伺

いしたいと思います。 

 ２点目は、主権者教育についてです。 

 昨年の12月議会の一般質問において、私が質問した選挙年齢の引き下げに伴う教育のその後

の経過についてお伺いしたいと思います。 

 このときに私が行った選挙年齢が引き下げられるに当たり、どのような教育を行うのかとい

う質問に対しての回答として、主権者教育として不破高等学校で模擬選挙を行う計画をしてい

るという回答をいただきましたが、実施した結果と成果、課題について、どのようなものであ

ったかお伺いいたします。 

 また、若年層の政治参画には早期からの主権者教育の実施が求められますが、垂井町では中

学３年生の公民の授業で議会制民主主義や選挙の意義について教育していると、前回の一般質

問で御回答いただきました。 

 もちろんこれらの教育は重要ですので、ぜひとも推進していただきたいと思いますが、さら

に踏み込んで、初等教育においても主権者教育を推進すべきだと考えます。 

 例えば小学校の代表委員、学級委員や生徒会などと呼ばれる組織は、児童が自分たちで学校

行事などを取り仕切るための組織であり、議論や企画の進行の形式は議会と同様です。身近な

題材を使うことで、小学生でも高学年になれば議会の仕組みを理解させることは十分に可能だ

と思っています。早いうちから身近な事例を使って教育を行うことで主権者としての意識を涵

養する。初等教育においての主権者教育の是非に関してどのようにお考えか、こちらもあわせ

てお伺いしたいと思います。 

 ２点目の質問は、ＡＩ時代の教育のあり方についてお伺いいたします。 

 近年ＩＣＴと呼ばれる情報通信技術の発達により、スマートフォンに代表される電子端末や

ロボット、ドローンなど、さまざまな技術革新が進んでいます。これまでの技術革新の中で

人々の生活が大きく変化したことは周知のとおりですが、その中で人間の生活を最も大きく変

えると注目されているのが人工知能の発達です。 

 通称ＡＩと呼ばれる人工知能は、自律思考が可能な点がこれまでのプログラムと大きく異な

ります。これまでのプログラムは人間が設計した範囲内でしか思考や計算ができませんでした。

しかし、人工知能は自律的な思考が可能となり、人間の設計に頼らずとも人工知能自身が考え
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実行して、知識や経験を増殖させるということが可能となりました。 

 ことしに入ると、ボードゲームの中で最も思考パターンが多く複雑で人工知能が人間に勝利

するにはあと10年はかかると言われていた囲碁の対局において、人工知能は人間の世界王者に

勝利し、将棋でも人工知能が一流棋士に勝利する結果となりました。 

 また、創作の分野でも小説の星新一賞に人工知能が創作した小説が応募され、一次審査を通

過しています。 

 このように、これまで人間だけが可能であった自分で考えて物事を創造するということを人

工知能が行う時代が到来しました。これにより人と人工知能の間に新たな関係性ができ、人間

に求められる役割が大きく変化することが予想されます。 

 このように、人と人がつくり出したものの関係性が変化するということは100年ほど前にも

起こっていました。 

 1914年にアメリカのヘンリー・フォード氏によって確立されたベルトコンベヤーの使用によ

る大量生産が可能となり、全て手作業であった工場での生産活動は人の作業を機械が支えると

いうそれまでの歴史にない働き方にかわり、この中で世の中にライン工という新たな仕事が生

まれました。これを皮切りに人間が行っていた作業を機械へ置きかえることがふえ、その過程

で消えていった仕事は非常に多くあります。例えば電話交換手や駅の改札員、交差点の警察官

やちんどん屋、タイピストなど、消えていった仕事は数知れません。 

 100年前の当時、この技術の進歩に対して人間は何をすべきかが問われました。このときの

議論では、機械には決まった動きしかできない、自分で物事を考えて改善することは人間にし

かできない、だからこれからの教育では思考力を高めるべきだという結論に至り、単純労働は

機械が、複雑な思考が必要な労働は人間が行うというすみ分けが発生しました。 

 ロボットの発達により、製造現場では徐々に機械化が進んでいますが、基本的に労働に対す

る人と機械の役割は、このすみ分けのまま現在を迎えています。 

 しかし、今の子供たちが大人となる2045年には、人工知能の知力が平均的な人間の知力を超

えるシンギュラリティという時代を迎えます。日本語に訳すと技術的特異点と言われています。

このシンギュラリティの問題点は、現在人間だけがなし得ている複雑な思考が必要な労働を人

工知能が代替することが確実視されていることです。このことにより、人々の労働環境は大き

く変化することが予想されています。 

 例えば、現在工場で行われている検品の作業は機械に置きかえられつつあります。溶接や研

磨など高度な職人の技術を必要とする仕事もロボットに代替されつつあり、物流の業界でも広

大な倉庫に収納された品物をロボットが自動的に取ってくるＦＡ（ファクトリーオートメーシ

ョン）が進んでいます。 

 またビジネスの分野では、イギリス、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン氏の発

表した論文「雇用の未来、コンピューター化によって仕事は失われるのか」が世界中に衝撃を

与え、この中で記載されている「20年後になくなる職業」というテーマが話題になっています。
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この論文では、2045年を待たずとも、人工知能の発達により20年後には現在の職業の47％が機

械に置きかえられると指摘されており、どの職業がなくなってしまうのか大変な話題となりま

した。この中にある職業の詳細を申し上げることは差し控えますが、身近な仕事がとても多く

あります。だからこそ世界中で衝撃を巻き起こしたと言えるでしょう。このような論文が日本

でも注目されるのは、定年までに自分の仕事がなくなるかもしれないという危機感のあらわれ

ではないでしょうか。 

 現在、町内で教育を受けている子供たちが社会に出るのは10年から20年後であり、まさに人

工知能の知力が人間を超えるシンギュラリティのただ中に社会に出ることになります。彼らが

社会に出るころの工場では、現在は人間が行っている製造用ロボットのメンテナンスをロボッ

トが行います。ロボットのふぐあいを人工知能が発見し自動的修理する。ロボットがロボット

を修理して、半永久的に工場を稼働させることが可能となります。人間は納期と製造数をコン

ピューターで入力するだけで何もせずとも製品が完成します。いえ、それすらもコンピュータ

ー同士が通信して必要数を算出し、自動で製造します。部品が足らなくなれば、人工知能が自

動で部品の供給工場に連絡をして、自動で品物を取り寄せます。ねじやボルト程度の小さな部

品を運ぶのは、自動制御のドローンです。人が働く必要はありません。このような工場では、

残業も人身事故も起こりません。重いものを持ち運ぶような作業や轟音や騒音、強い振動の伴

う作業をする必要はなく、有害物や危険物質に触れながら働く必要もありません。このような

業務に人間がかかわらないことは歓迎すべきだと言えますが、果たして人々はどのようにして

仕事をして賃金を得ていくのでしょうか。 

 それを考えるのはこのような機械化を進める企業ではありません。企業は時代の流れに即し

た能力や知識のある人材を採用するだけです。翻って自治体では、町内全ての人が将来にわた

って幸福に生活できるよう教育を行う義務があります。教育は人が生きるためのすべを教える

ためのものです。教育機関はどのような時代になろうとも、子供たちが将来的に自立して、豊

かな人生を歩めるように教育しなければなりません。 

 こういった時代を生き抜いていかなければならない子供たちに対して、垂井町としてはどの

ように教育をしていく必要があると考えているのか、以下の２点についてお伺いしたいと思い

ます。 

 １点目は、シンギュラリティ（技術的特異点）によって日本社会や垂井町はどのような変化

に見舞われると予想しているか、また垂井町内の産業や町民の働き方はどのように変化すると

予想しているか、お伺いしたいと思います。 

 ２点目は、人工知能の発達する社会の中で、将来を担う子供たちにどのように教育を推進す

べきかです。 

 先ほど申し上げたとおり、今の子供たちが社会に出るころにはさらなる情報化と人工知能の

発達により、社会で求められる能力が変化することが予想されます。2030年の社会人にはどの

ような資質や能力が求められると考えているか。また、上記の資質や能力を現在の子供たちに
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どのように教育するつもりか、その方向性をお伺いしたいと思います。 

 これまで、さまざまな社会問題、将来的に予想されている問題というものは数々指摘されて

きました。 

 例えば少子高齢化というのも1970年代から指摘され、その対策がなされないまま現在を迎え

ています。同じように、この高度な情報化社会を迎えることが今の時点で予想されていますが、

このまま手を打たないわけにはいきません。せめて垂井町だけは新たな時代の流れの中でもし

っかりと対応できる人材を育成すべきだということを申し添えて、私からの一般質問とさせい

ただきます。 

 以上、ありがとうございました。 

○議長（丹羽豊次君） 総務課長 早野博文君。 

〔総務課長 早野博文君登壇〕 

○総務課長（早野博文君） 太田議員の１点目の投票率を上げるための取り組みについて、私の

ほうから御回答申し上げたいと思います。 

 まず、１点目の共通投票所開設によります投票率向上についての御提言でございますが、御

案内のとおり平成28年４月に共通投票所の設置を可能といたします公職選挙法の改正が行われ

まして、今夏の参議院議員通常選挙から、選挙当日既存の投票区ごとの投票所とは別に、いず

れの投票区の選挙人も投票できる共通投票所を設置することが可能となったところでございま

す。 

 共通投票所の設置につきましては、選挙人の投票環境の向上にもつながるものであることか

ら、選挙の公正性を確保した上で、積極的な設置検討について国より要請がなされているとこ

ろでもございます。 

 御指摘のとおり、投票率の向上につきましては、選挙していく上で常に研究していくべき課

題でございまして、共通投票所の設置につきましてもその一つの大きな方策として大変重要な

手法であると認識いたしております。 

 一方、選挙には御案内のとおり高度な公正性、あるいは的確性、中立性が求められておりま

して、しかも限られた時間内に大量かつ正確な事務執行をも求められておるところでもござい

ます。 

 御提言の共通投票所の設置につきましては、投票可能な投票所が複数存在することになるわ

けでありますけれども、選挙人がどこで投票を済ませたか否かの情報を瞬時に、あるいはタイ

ムリーに共有することが必要でございます。いわゆる二重投票を防止する上におきましても大

変重要な案件でございまして、投票所間でのオンラインシステムの構築、あるいはセキュリテ

ィーの確保は欠くべからざるものとなりまして、費用の面、あるいは運用面での課題も実に多

いところでございます。そうした観点からも来る参議院議員の通常選挙においては、多くの自

治体で設置が見送られている状況下にございます。 

 このように投票率の向上に向けた手法としてどのような取り組みが効果的であるのか、これ
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までの投票の実態も踏まえながら十分研究、検討してまいりたいと考えておりますので、御理

解賜りたいと思います。 

 次に、２点目の今後の主権者教育についてでございますが、後ほど学校教育課所管のほうか

らも答弁があるかと思いますが、本年１月に不破高等学校で模擬選挙を行いました。 

 岐阜県選挙管理委員会西濃地方事務局、そしてまた関ケ原町の選挙管理委員会、不破高等学

校との協働により実施をさせていただいたものでございます。実際の投票箱や記載台を使用い

たしまして、投票所を模した環境で全校生徒を対象に251名の生徒に投票を行っていただきま

した。 

 選挙制度を理解いたし、そしてまた積極的に投票行動を起こす契機となりますよう、実際の

選挙に近い投票を体験していただきまして、開票作業まで見学することで、みずから投票する

ことの意義をも理解していただいたものと考えております。 

 また、模擬投票の際の写真を御案内のとおり「広報たるい」の表紙に使用するなど、啓発的

な紙面構成によりまして、若年層に向けた選挙啓発の一環としても活用させていただきました。 

 しかしながら、近年の投票率の低下、とりわけ若い有権者の投票率が低いことにつきまして

は、他の世代に比べまして政治的な関心が低いから投票率が低いという調査結果も出ておりま

す。主権者教育といたしましては、単に政治の仕組みを習得させるにとどまらず、主権者とし

て社会を生き抜く力や、そしてまた地域の問題解決を社会構成員の一員として主体的に担うこ

とができる力をも身につけてもらうことも大切でございます。 

 選挙年齢の引き下げに伴いまして、高等学校現場におきましては高校生向けの副教材、ある

いは教師用の指導用テキストを活用されるなど、政治や選挙に関する学習内容を充実させるな

ど、主権者教育が推進されておるところでもございます。 

 したがいまして、町選挙管理委員会といたしましても、今後とも選挙資材の貸し出しや、あ

るいは出前講座、模擬投票などを活用いたしまして、高等学校、あるいは教育委員会と連携い

たし、より一層の普及啓発事業に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解賜りた

いと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） 教育次長 桐山浩治君。 

〔教育次長兼学校教育課長 桐山浩治君登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長（桐山浩治君） 太田議員の第１点目の投票率を上げるための取り組

みについてのうち、２つ目の主権者教育についてと、第２点目のＡＩ時代の教育のあり方につ

いてお答えをさせていただきます。 

 児童・生徒が18歳になり、主権者として国や社会の問題を自分の問題として捉え、みずから

考え、みずから判断し、みずから行動して、その発展に貢献できるようにするためには、学校

段階に応じた意図的、計画的な指導が必要であると考えております。 

 教育委員会としましては、児童・生徒自身が学校や地域での生活をよりよくするために教科
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等の学習をもとに、生活上の諸問題を発見し解決したり、諸活動を計画・運営したりするなど、

主体的に社会参加することの意義や価値を感じ取る学習を積み上げることが大切だと考えてお

ります。 

 具体的には、社会科で生活と政治のつながりや国民の政治参加の重要性を学んだり、学級活

動や児童会、生徒会活動で一人一人の意見により学級や学校の生活をよりよくしていくことを

体験したりしているところでございます。よろしく御理解賜りたいと存じます。 

 次に、第２点目のＡＩ時代の教育のあり方についてお答えをさせていただきます。 

 アメリカニューヨーク市立大学のキャシー・デビットソン教授が2011年度に小学校に入学し

た子供たちの65％は大学卒業時には今は存在していない職業につくと予測し、世界で大きな反

響がありました。 

 シンギュラリティ以降の一層急激な社会の変化のもとでの町内の産業や町民の働き方は、現

在はまだ予測不可能であると考えております。 

 国では、現在2030年の社会を予測した上で、新しい学習指導要領を策定しようとしておりま

す。中央教育審議会の教育課程企画特別部会が取りまとめました論点整理には、グローバル化

による社会の多様性、急速な情報化やＡＩを含む技術革新など、予測できない未来に対応でき

るようにするためのこれからの人間のあり方を描いております。社会的、職業的に自立した人

間として、郷土や我が国が育んできた伝統や文化に立脚した広い視野と深い知識を持ち、理想

を実現しようとする高い志や意欲を持って、個性や能力を生かしながら社会の激しい変化の中

でも何が重要かを主体的に判断できる人間、他者に対し自分の考え等を根拠とともに明確に説

明しながら、対話や討論を通じて多様な相手の考えを理解したり、自分の考え方を広げたりし

て、多様な人々と協働していくことができる人間、社会の中でみずから問いを立て、解決方法

を探索して計画を実行し問題を解決に導き、新たな価値を創造していくとともに、新たな問題

の発見、解決につなげていくことのできる人間でございます。 

 こうした人間像から、何を知っているか、何ができるか（個別の知識、技能）、知っている

こと、できることをどう使うか（思考力、判断力、表現力等）、どのように社会、世界とかか

わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう人、人間性）という３つの柱を求められる資質・

能力としております。 

 この資質・能力は、まさに現在の学習指導要領のもとでも大切にされているものであり、延

長線上に次期学習指導要領がございます。特にそうした資質・能力を身につけさせていくため

のアクティブ・ラーニング、主体的、協働的な学びが求められてきております。 

 教育委員会としましては、そうした2030年を見通した次期学習指導要領について情報を集め、

子供たちの主体的、協働的な学びを進めるような教育についてを研究してまいりたいと考えて

おります。 

 なお、ＡＩ時代により科学技術がいかに進展しようとも、人は社会的な存在であります。一

人で生きていくことは不可能でございます。人と人がつながって生きていく上では、倫理観や
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豊かな人間性など、人間らしいよさは不易なものとして求められていくものと考えております

し、便利で豊かな社会では一層人間らしさが求められるものと考えております。 

 こうしたことから、現在行っております心の教育も引き続き大切にしてまいりますので、よ

ろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） 10番 後藤省治君。 

〔10番 後藤省治君登壇〕 

○１０番（後藤省治君） おはようございます。 

 ただいまから一般質問をさせていただきますが、今回の質問は不破高等学校に関する１点の

みでございますが、内容的に２項目、１点は協定書に関する件、それで４点質問します。それ

から県への働きかけについて３点質問します。 

 それでは議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして質問を行います。 

 ことしの４月に発生した熊本地震が今も微震が続き、日本全体がどこに発生してもおかしく

ないほど異常な状況になっていると感じられます。現地の方にはまだまだ復旧が進まず、不安

な毎日が続いていること、大変だと思いますが、心から応援申し上げます。この災害において、

大学生の方が亡くなられたり、また今になって精神的にストレスを感じている若者がいると聞

いています。政府の支援を強く望むものであります。 

 そこで、今回の質問は、垂井町にとって将来を担う不破高校生と垂井町行政のあり方につい

てであります。 

 本来、高校の管理は岐阜県にありますが、唯一垂井町にある不破高校が少子高齢化に伴って

高校の統廃合の対象校となり、消えようとしているということをお聞きしたとき、垂井町行政

として捨ててはおけないと思いました。 

 垂井町にはたくさんの不破高校卒業生が生まれており、もしそのようなことになれば心を痛

まれるのではないでしょうか。何とか垂井町行政として、また教育委員会として存続の手段は

ないのかといった内容で、町長と教育長に考え方を中心としてお聞きしたいと思います。 

 認識を同じくするために、私の調査した資料の内容について述べておきます。 

 ホームページ等の資料によりますと、この高校統廃合は15年前の平成13年に岐阜県教育委員

会が岐阜県高等学校活力向上検討委員会の報告の中で、活力と魅力あふれる高等学校の整備充

実について、「いきいきプラン」を発表されたことに始まっています。その時点で統廃合の対

象とされた恵那北高校や白川高校の地元議会、すなわち付知町議会、福岡町議会、それから加

子母村議会、白川町議会など、存続を求める意見書を議決されています。 

 そうした背景のもと、ことしの３月には、岐阜県立高等学校活性化計画策定委員会が再編統

合検討対象校と位置づけし、高校の特性に応じた活性化策の検討や実施を提言しています。そ

して19高校がその対象となり、不破高校は３年後の平成31年度までに３学級以下になる見込み

の10高校のうちの１つとして分類されていました。すなわち３年後には不破高校の統廃合が決
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まるということですが、この理解でよろしいでしょうか。 

 それでは、質問いたします。 

 第１点目の質問は、平成26年度に不破高校との間に交わされた垂井町と岐阜県立不破高等学

校との協働・連携に関する協定書について、町長に質問します。 

 この協定書は、２年前の平成26年７月に中川町長と当時の不破高等学校の校長との間で締結

されております。その目的は、両者の協働、連携の促進を図り、地域社会の発展に寄与すると

あります。その内容は、１、まちづくりの推進、２、環境の保全、３番、産業の振興、４番、

教育文化の振興とあります。この協定書の内容をもとに質問いたします。 

 第１の質問は、町長の根本的考え方を聞くものであり、この協定書の根底にあるものは、不

破高校の統廃合を念頭に入れたものであり、たとえ統合されたとしても、高等学校は垂井町に

残ることを願っているかどうか、具体的にお尋ねいたします。 

 第２の質問は、この協定書の期限は１年ごととなっていて、両者の協議によると記されてい

ますが、この２年間で不破高校との協議は何回ありましたか。内容については、どのように協

議されたのでしょうか。 

 10校のうちの恵那南高校の例を参考に提案しますが、ことしの５月に恵那南高校の活性化に

係る３者連携協定の調印についてと題して報道機関へ発表されております。この３者とは、恵

那南高等学校と株式会社川上屋と恵那市となっています。その目的は、高校での６次産業学習

推進を核として、地域経済の人材育成、産業の発展、まちづくりの推進となっています。恵那

南高校も10校のうちの対象校であり、昨年度の生徒募集は120人であり、その合格者は54人と

低い状況にあります。学校運営としては非常に厳しい状況だと思いますが、地域で行政と企業

が一体となって頑張っている様子がわかる気がします。 

 垂井町においても両者の協議の中で、学生が興味を持つような企業も含めたような議論にな

ることを望みます。 

 第３、３つ目の質問は、この協定書の内容にまちづくりの推進に関することとあるが、どの

ような形でまちづくりに参加しようとしているのか御説明願います。 

 まちづくりは町長の理想としてるところであり、垂井町には各地区にまちづくり協議会があ

り、そのメンバーとして参加することなどを含まれているのでしょうか。 

 第４の質問は、環境保全という面から以前からもたびたび議論になっているようであります

が、不破高校と垂井駅間のスクールバスの提供は考えないのでしょうか。 

 利用者数の問題や予算の問題もあり、また帰りの時間がばらばらになったり等の意見を今ま

でに聞いたような気がします。しかし、不破高の設置位置の問題から、自転車のほうが多いよ

うに思いますが、便利性も学校への出願理由にもなると思います。検討をお願いします。 

 第２点目の質問は、不破高存続のための県への働きかけについてであります。 

 岐阜県が基準としている高校の統廃合は、１学年４から８学級が適正規模であるとしていま

す。 
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 ３年後には３学級以下と予想される不破高校の募集人員は、120人に対して合格率も88％で

あり、104人が合格しています。すなわち１クラス40人学級であれば120人で３学級であるとい

うことになります。 

 岐阜県立大垣養老高校は、平成17年に養老女子商業高校と大垣農業高校が統合してできた高

校である。農業、商業の専門学校であるので、学校外部との交流も多く、知的財産学習と専門

学習を融合した研究活動の展開を行っている。そして、募集人員全ての学科を合わせて240人

に対する入学者数はほぼ100％であります。これは統合して成功した例であると思います。 

 そこで不破高校の場合、進学校であり、現状では大学進学が第１目標であり、専門学科を置

くのは難しいと思われますが、普通高の中での運用で地域との協働での活動は可能であると考

えます。養老高校が行っているような体験実習とか販売体験など、地域に生かしたものを取り

上げれば可能ではないのでしょうか。例えば、単位制を導入しているようですが、地域との活

動も単位を与えるなど可能ではないかと思います。 

 茨城県の神栖市の例を見てみますと、市の３校からボランティアを募集して、高校生60名が

参加、地域の高齢者、元気な人も含めて30名が参加して、各家に学生が２名ずつ分かれて訪問

し、一定時間話して帰るというレポートが筑波大学の研究によって報告されておりました。世

代間の会話ができて生きがいができるし、元気なうちに行うことが大切だと指摘されておりま

した。こうした例は可能ではないでしょうか。 

 そこで、地域の自治体として学生の町を存続させることは大切なことであると考えます。 

 第１の質問は、不破高等学校の存続について、恵那北高校や白川高校のように、廃校に対し

て反対の要望書を県に提出してはいかがでしょうか。また、統合されたとしても、垂井町に残

されるような要望をしてはいかがでしょうか。 

 第２の質問は、土・日のボランティア活動について単位が与えられるような制度にしてはい

かがでしょうか。 

 第３の質問は、不破高等学校が統廃合されてなくなったとしても、跡地利用として、看護学

校とか保育士教育など専門学校を置くなど考えてはいかがでしょうか。さらに、留学制度を利

用できるような学校として、広く海外から学生の受け入れを考えるように県に提案してはいか

がでしょうか。 

 特に岐阜県の教育委員会に籍を置いていた和田教育長は詳しいと思われますので、この問題

についての総括的な意見を述べていただくとともに答弁をお願い申し上げます。 

 最後に、今回の質問は、あえて１点だけに絞り込んで質問しました。これは明確な答弁をお

願いするためでありますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 企画調整課長 栗本純治君。 

〔企画調整課長 栗本純治君登壇〕 

○企画調整課長（栗本純治君） 私のほうからは、後藤議員からの４つの質問について答弁をさ

せていただきたいと思います。 
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 初めに、協定書の根底にあるものは不破高校の統廃合を念頭に入れたものであり、たとえ統

合されたとしても高等学校等は垂井町に残ることを願っているという御質問でございます。 

 不破高校は垂井町唯一の高等学校であり、長い歴史の中で多くの卒業生を輩出し、町内にお

いても卒業生が企業や地域などで活躍をされております。 

 このような状況下の中、岐阜県立高等学校活性化計画策定委員会において、人口減少や少子

高齢社会の進展により生徒の減少期に向けた活力と魅力のある高校づくりのための活性化策を

審議し、平成28年３月に審議結果をまとめられました。 

 その中で、近い将来急激な生徒減少が避けられない状況下で、教育水準の確保と教育機会の

保障を基本に、望ましい学校規模を１学年４から８学級を適正な学校規模として、平成31年度

に１学年３学級以下が見込まれる高校といたしまして不破高校が上げられ、その活性化策の方

向について検討をされたものでございます。 

 さきに申しましたように、不破高校は町内唯一の高等学校であり、不破高校と協働、連携に

関する協定書を締結しておりますが、それ以前に統廃合により不破高校がなくなり、町内のみ

ならず町外から通う高校生の姿が町から消えてしまうことは、少子高齢社会において本町のま

ちづくりにかかわる重大な危機であり、不破高校の存続を強く望むものでございます。 

 また、平成26年７月に締結いたしました不破高校との協定書は、互いが保有する人的、知的、

物的な資源を有効活用することで、豊かで活力ある地域社会の実現を目指し締結したもので、

現在のまちづくりにおいて、行政や住民のみならずさまざまな主体による参画が必要な中でそ

の一端を担うものであります。今後、その協定による高校生の積極的なまちづくりへの参加は、

本町のまちづくりの活性化の大きな要素となると考えております。 

 次に、この協定書の期限は１年ごととなっていて、両者の協議によるとあるがという、この

２年間で不破高との協議は何回あり、内容についてどのような協議をされたかという御質問で

ございますが、また、この協定書の内容にまちづくりの推進に関することとあるが、どのよう

な形でまちづくりに参加しているのか。また、垂井町には各地区まちづくり協議会があり、そ

のメンバーとして参画することが含まれているのかという御質問でございます。その３点でご

ざいます。 

 不破高校との協働・連携に関する協定書の締結については、先ほども申しましたとおり、平

成26年２月から両者で協議を進め、４回ほど協議、調整の後、平成26年７月に協定書を締結し

ております。 

 この協定書につきましては、協定書の有効期間は１年間としながらも、有効期間の満了の１

カ月前までに両者のいずれからも改廃の申し出がないときは、さらに１年間更新するもので現

在に至っているところでございます。 

 協定書の締結から現在までの、例えばふれあい垂井ピアなど町行政へのボランティア参加、

地元保育園訪問による園児たちとの交流などを通じ、さまざまな形で町のまちづくりに参加を

していただいております。 
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 ボランティア参加につきましては、年々参加者もふえ、それぞれの事業においても重要な人

材として大変助かっております。 

 また、昨年度は不破高校と岐阜経済大学との高校と大学との連携事業の一環として、観光を

テーマとした課題解決授業が実施されたことから、町の観光部門と観光協会も参画し、授業の

方法等について意見を出し合い、身近な観光地として実際南宮大社や真禅院を見学し、宮司さ

ん、住職さんのお話を聞き、町職員や観光協会長などが講師となり、授業成果としての周遊ル

ート構築のための基礎的知識の講話やルート構築のアドバイスを行いました。 

 その他、各地区まちづくり協議会においても主体的な各事業への参画を依頼し、地域活動に

参加、貢献をいただいております。 

 こうしたまちづくりの活動への参加は、高校生になると薄れがちになり、小・中学生で築い

てきたボランティア精神や地域への誇りの掘り起こしにつながり、さまざまな活動に参加する

ことにより、地域住民との交流の中で地域の魅力を再発見し、地域への愛着や活力ある地域お

こしへ思いが深まるものと考えております。 

 今後の人口減少社会において、将来を担うまちづくりの主体者として地域に根差し、地域に

貢献できる材料としての人材ではなく、財産としての人財としてのまちづくりにかかわってい

くよう、行政、地域、不破高とが協働、連携を図りながら取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 次に、不破高校との垂井駅間のスクールバスの提供は考えているのかという御質問でござい

ます。 

 町内のバスの運行状況としましては、これまで巡回バスの運行方法を見直し、昨年の10月か

ら主な商業施設や医療施設、公共施設を経由する垂井駅発着の巡回バスを４ルートで運行して

おります。 

 今回の見直しルートにつきましては、高齢者等移動制約者を主なターゲットとして設定して

おり、不破高校の最寄りの停留所は朝倉運動公園となっておりますが、終業時には利用いただ

けても始業には間に合わない時刻表となっております。 

 そのため、垂井駅から不破高までの直通バスの運行を不破高校の立地条件、特に町外から通

われる生徒の利便性を考慮し、高校の意向、生徒のニーズも踏まえながら検討していき、直通

バスの運行が不破高校存続の一助となればと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。何とぞ御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 教育長 和田満君。 

〔教育長 和田満君登壇〕 

○教育長（和田 満君） 後藤議員の不破高校存続のための県への働きかけについての御質問に

対しましてお答えいたします。 

 岐阜県教育委員会は、平成26年３月に第２次岐阜県教育ビジョンを策定いたしました。 

 策定に当たりましては、岐阜県の教育に大きな影響を与える状況の変化としまして、人口減
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少、少子高齢化の進展、グローバル化の進展、雇用環境の変化、東日本大震災の影響による地

域への意識の変化を取り上げ、さまざまな施策を検討してまいりました。 

 特に高等学校のあり方には、中学校を卒業する生徒の数が深刻な影響を与えてまいります。

県の予測では、平成26年度の中学校卒業生は２万803名、その後毎年減少し、平成30年度には

２万205名で約600名の減少と予測しています。その後急激に生徒数が減少しまして、今から13

年後の平成40年度には１万6,574名で、平成26年度と比べ4,229名の減少になると予測していま

す。 

 そこで、中長期的な将来を見据えた高等学校の改革を重点政策として掲げている次第です。 

 高校改革における基本的な理念は、激しく変化する時代の中で岐阜県の子供たちが自己肯定

感を持って人生のデザインを描き、将来の夢や目標に向かって挑戦できるように、また地域社

会人としてたくましく生き抜いていくために、それぞれの高校が特色を持って、リーダー性や

グローバルな社会の能力の育成、社会経済の基盤を担う能力の育成、自立して社会生活を営む

能力の育成を行うということです。 

 こうした経緯から、平成28年３月、岐阜県立高等学校活性化計画策定委員会の審議のまとめ

が出されました。 

 審議のまとめでは、不破高校の活性化策の方向性につきまして、現在の取り組みを充実、発

展し、多様で幅広い学習ニーズに一層対応し、高校卒業後の進路実現を図ることができるよう

活性化策を検討する必要があるとしています。 

 この点から不破高校がどんな能力を育てることに特色を持ち、どういう教育内容で魅力ある

学校づくり、活性化の計画を立てるかが最も重要なところになります。その際、地域がより主

体的、積極的にかかわり、地域からの提案を含めた内容についても計画の中に盛り込むよう求

められています。 

 このようなことから、現在不破高校の活性化策を検討するための不破高等学校活性化協議会

が設置されております。協議会は、県議会議員、垂井町、関ケ原町両町の町長、教育長、同窓

会長、垂井町商工会事務局長、不破中、北中の校長、岐阜経済大学副学長、保護者代表が委員

となっておりまして、去る５月27日に第１回の協議会が開催されましたところです。 

 中川町長とともに私も参加してまいりました。協議会では、多角的、多面的な活性化のため

のさまざまなアイデアを出し合い、それぞれの可能性や有効性について検討を始めようとして

いるところです。 

 今回後藤議員からいただきましたボランティア活動について単位が与えられるような制度に

したらどうかということ。また、留学制度を利用できるような学校にし、広く海外からの学生

の受け入れを考えたらどうかという御質問は、貴重な御提言と受けとめさせていただき、次回

協議会で検討いただくようにしたいと考えております。 

 これまでも不破高校は、小・中学校との連携や、ふれあい垂井ピアを初め町の行事との連携、

福祉施設、町内企業との連携もしております。時期を捉えて要望書も考えなければならないの
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かもしれませんが、まずはこうした町とのつながりを踏まえ、不破高校としての魅力ある活性

化計画をつくっていただくことが何よりも肝要であると考えております。 

 教育委員会としましては、不破高校の活性化と存続のために積極的に協力をしたいと考えて

おります。よろしく御理解を賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 10番 後藤省治君。 

〔10番 後藤省治君登壇〕 

○１０番（後藤省治君） 御答弁ありがとうございました。 

 この問題については、本当にせっぱ詰まった問題で、非常に重要な問題だと考えております。 

 そして、青少年育成委員会は小学生とか中学生までの教育しか、一般に行政が対応している

のは一般社会人だけであって、ちょうど高校生というとなかなか手の届かない場所にあって、

学校だけの中で育っている現状のように思われます。 

 そこで、今答弁いただいた中で、まず協定書の件でありますが、この２年間で４回開催され

た。年２回ですよね。それで、その協定の内容とかについて見直しを行ってきたのかとか、そ

の後、議会への報告も含めて議事録等の報告はないのかというのを１点、再質問いたします。 

 それから、非常に真剣に町長の代理で企画調整課長がお答えになりましたが、これは非常に

重要な問題であるということですので、町長の本当に真剣な対応の御意見をお聞かせ願いたい

と思います。 

 それからスクールバスについて、今後考えるということですが、高齢者と同時に行くんでは

なくて、本当に真剣味があるならば、高校生だけを運んでいくというふうな方向でぜひとも考

えてほしいと思います。 

 それから、県への働きかけについて、先ほどから岐阜県高等学校活性化策定委員会の審議の

まとめ、私もホームページで見させていただきました。80ページか90ページほどの非常に長い

文章が続いております。その中で、去年の６月から７月ごろに各市町村、その対象19校に対し

て各市町村長、町長に対して意見がありますかというふうなことが出されているという記事が

残っておりました。ことしの３月、意見を出したところが６市町村あります。それは山県市、

池田町、郡上市、八百津町、それから瑞浪市、恵那市、そこらあたりは存続に対しての意見書

を出しているわけなんです。それで垂井町のが見当たらなかったので、ここらあたりはどうい

った形で、今からでも遅くないのではないかと思うんですが、そういった意味で要望書とか意

見書、ましてや八百津町においては議会の意見書を出しております。議会の決議をしておる状

況であるし、隣町の池田町においても地域再生の核としてというふうな意味で意見を出してお

られますので、ここでまだこれから要望書を出したり意見書を出したりするお気持ちはないの

か、再度御質問いたします。 

 あとボランティアとか留学制度については、これからの検討課題となっていくとお答えされ

ましたので、これからの先を見守っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。以上です。 
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○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 

○町長（中川満也君） 後藤議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 前段の部分につきましては、まさに企画調整課長が私の思いをしっかりと述べてくれたと私

は思っておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 

 また、冒頭の発言にありました青少年健全育成推進委員は、小・中学校のみという御発言で

ございましたけれども、これはやはり青年も含んでおりますので、高校生の活動等も含めた形

の中でしっかりと運営されておるということを御理解いただきたいというふうに思います。 

 それから、今回不破高との協定書を結んでおることにつきまして、これは不破高の活性化、

それから町の活性化、両方がお互いに支え合っていく、まちづくりを進めていくという部分で

の協定でございますので、協定書があるからどうのこうのという、その協定書に基づくという

か、基本的にはそれを更新していくような形でやっておりまして、よほどのことがないと見直

すというようなことがないのではないかなという、そういう事態は発生しないのではないかな

あというふうに思っております。これはやはり細部をまた詰めていく部分があればお話をする

ことになるかと思いますけれども、基本的な大前提の協定でございますので、お互いが協力し

合って不破高を、そして町をよくしていこうという思いでの協定でございますので、これをも

って協定が問題になるということではなくて、どういう形でかかわり合っていくかという活動

が大事になってまいりますので、協定書そのものというよりも、その行っておる内容、先ほど

垂井ピアとか各地区の活動の補助とか交通安全のことについても不破高生がかかわっておって

くれますけれども、そういった活動の内容が大事になってくるものだというふうに思っており

ます。 

 したがいまして、その協定書の見直しについては、今大きく変わっておりませんので議会に

あえて報告をしている状況ではないというふうに御理解をいただきたいと思います。 

 それから、スクールバスの運行につきましては、やはり不破高が持っている優位性の一つが

ＪＲの垂井駅に近いということかと思います。ただ、ちょっと山地にありますので、通う子は

非常に苦労して通っておる状況がございますけれども、やっぱりこういった利便性を不破高の

アピールということで使うとすれば、そういった交通アクセスの部分で町ができる援助という

こともまた考えられるんではないかなということで、今後検討していきたいということでござ

いますけれども、あくまで今回のバスの見直しは、地域コミュニティーの活性化、高齢者の足

の確保ということがまず大前提で進んでおりますので、今後そういった部分を踏まえて、単に

補助だけではなくて、不破高も巻き込んだ形の中でバスをどう動かしていったらいいのかとい

うことをしっかりと検討していきたいと考えております。 

 このことは、やはり財政がついて回る話でもありますので、またお話はいろいろと皆さんに

も一緒に考えていただきたいと思っておるところでございます。 

 意見書の話でございますけれども、実は前の不破高の校長先生の堀先生が今県の活性化のほ
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うの担当に当たっておられますので、そういった部分でいろんな情報交換等もする機会がござ

いますし、今回意見書として出しておるわけではございませんけれども、今後やはり協議して

いく中で必要であれば、先ほど教育長も申し上げましたけれども、要望書、意見書につきまし

てはその必要に応じて出していく必要があるというふうに思っております。ただ、今やはり活

性化の不破高をまずどう元気づけていくかというところでの検討を一生懸命しておるところで

ございまして、その中でやはり少子化が確実に進む中で今後運営が厳しくなったときに、最終

的にやはり町の思いとして出すことが必要になってくるというふうに考えておりますので、そ

れは時期を見計らってしっかりやりたいというふうに思っております。 

 高校、あるいは学校が持つ地域に対する力というのは、もう皆さん十分おわかりのように、

例えば大垣でも大垣女子短期大学、岐阜経済大学、こういった大学があることによってまちの

一つの力になっている部分があると思います。かつて岐阜市で市岐商が私立高校の附属校に変

えたらどうかというような誘致の話で議会と執行側が大きくもめたことがございましたけれど

も、やはりこういった学校の持っている力というのは非常に大きなものがあると思います。こ

れが不破郡から消えるということは、大きな損失であるという認識を強く持っておりますので、

この存続に向けて、これからもしっかりと頑張っていきたいという思いでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） ３番 乾豊君。 

〔３番 乾豊君登壇〕 

○３番（乾  豊君） 議長の許可を得ましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただ

きたいと思います。 

 私のほうからは、４点についてお伺いしたいと思います。 

 まず１点目は、教育長の教育方針についてでございます。２点目は垂井町の胃がんリスク検

診の導入について、３点目は空き家対策について、４点目は公用車についてでございます。こ

の４点についてお伺いをしたいと思います。 

 まず１点目でございますが、教育長の教育方針についてであります。 

 この４月から教育長として就任をされ、２カ月余り経過をいたしました。教育長として今後

の垂井町の教育行政をどのように推進していかれようとしておられるのか、教育方針をお伺い

したいというふうに思います。 

 続いて２点目でございますけれども、垂井町の胃がん検診の導入についてでございます。 

 ことし１月30日の新聞の記事に2013年の岐阜県内の75歳未満の、特に女性の胃がん死亡率は

人口10万人当たり8.2人で、全国平均の5.7人を大きく上回り、秋田県に次いで全国ワースト２

位とありました。ちなみに2011年では６位、2012年では１位であります。この現状を踏まえ、

垂井町でも胃がん死亡率の低減に努めるべく胃がんリスク検診を導入してはどうかと考えます。 

 この胃がんリスク検診は、採血による血液検査法であり、ピロリ菌感染の有無と胃の粘膜の

萎縮程度を測定し、被検者が胃がんになりやすい状態であるかどうかを診断する検診法であり
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ます。この検査で胃がんになりやすいかどうかを診断し、発症リスクの高い被検者にはピロリ

菌の除菌や定期的な胃内視鏡検査を推奨するものです。また、バリウムを用いた胃透視エック

ス線検査を施行するよりも安値であると聞いております。かつ簡易的に行える同検査は非常に

有効であると考えます。 

 何よりバリウムを用いた胃透視エックス線検査では、食道がん、胃がんの早期発見が極めて

低いという報告もあります。胃がん発生にはヘリコバクターピロリ菌感染が関与することが明

らかとなり、胃がん発生予防を目的としたヘリコバクターピロリ菌感染症胃炎に対する除菌療

法も保険適用となっております。こういった実情からこの検診を実施する全国の自治体が年々

増加し、近隣では大垣市や海津市が行っております。この検診を実施することで検診の費用も

抑えられ、かつ胃がんの早期発見、早期治療にもつながる一助になると考えます。 

 このような現状を踏まえ、垂井町でも胃がん死亡率の低減に努めるべく胃がんリスク検診を

導入してはと考えますけれども、その見解をお伺いしたいと思います。 

 次に３点目でございますけれども、空き家対策についてであります。 

 2014年11月、国会で空家等対策の推進に関する特別措置法、通称空家対策特別措置法が成立

し、翌年２月26日に施行されました。 

 全国には空き家が820万軒あると言われております。その中でも放置された空き家は318万軒

にも及び、実に８軒に１軒は空き家であります。５年後には63万軒ふえると言われております。

崩壊、防災、治安や衛生上著しく有害となり、ますますふえる傾向にあります。 

 そこで、空き家改善対策として、自治体の権限が法的に位置づけられました。特定の空き家

として各自治体が決める判断基準は、屋根や外壁の損傷、多数の窓ガラスが割れたまま放置、

立木が朽ちて隣地に散乱、ごみの放置で悪臭の発生等が目安となっております。これらに該当

する空き家、特定空き家の所有者には撤去や修繕勧告、命令ができるもので、命令違反には50

万円以下の過料を設け、強制撤去も可能となり、固定資産税が最高６倍となるものです。これ

に基づいて危険な空き家に指定されれば固定資産税優遇の対象から外れることになり、空き家

を放置させないという制度をつくるものであります。 

 そこで、今後垂井町においても空き家対策については、法律に沿って取り組まなければなり

ません。 

 そこで幾つかお尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、空き家にかかわる事業の担当課及び窓口はどこなのか。 

 ２点目、町内に空き家は何軒あって、そのうち特定空き家は何軒ほどあるのか。 

 ３点目には、空き家対策事業の体制づくりや今後の計画はあるのか。 

 ４つ目として、今年度予算化の空き家の実態調査は、具体的にどのような内容なのか。 

 ５つ目として、空き家対策事業に対しての問題点や将来の見通しはどうなのか。 

 ６つ目として、空き家バンク制度の設置及び空き家等適正管理条例の制定についてはどのよ

うにお考えなのか。 
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 ７つ目として、空き家の処分を自主的に行おうとしている所有者に対して補助金を支給する

考えはあるのか。 

 ８つ目といたしましては、特定空き家に指定する判断はどの時点で行うのか。また、協議会

等の組織体制の設置の考えはあるのか。 

 最後ですが、９つ目として、指導、勧告、命令、行政代執行をして取り壊すことになった場

合の費用は誰が持つのか。 

 以上、９点についてお伺いをしたいと思います。 

 次に４点目でございます。 

 公用車についてでありますが、垂井町の公用車についてお伺いしたいと思いますけれども、

私は町内を車で走っていて、町の車とすれ違うことがございますけれども、定員全員が乗車し

ているのは余り見たことがありません。多くの場合は、職員１名か２名乗車しているのが多い

ではないかと思います。 

 最近では、小型車の性能や安全性は向上しており、小型車、あるいは軽自動車で十分ではな

いかと考えます。また、地球温暖化や環境の観点からも、小型車、あるいはハイブリッド車や

天然ガス車に切りかえていくべきではないでしょうか。最近、小型化と低公害車の導入を積極

的に進めている自治体もあるようです。また、自転車や単車を利用することも考えてはいかが

でしょうか。 

 そこで幾つかお尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、本町の所有する公用車の台数と、そのうち低排出ガス車として認

定している公用車の台数はどのくらいあるか。 

 ２つ目として、買いかえの時期はどのようにして決められているのか。 

 ３点目として、車両の管理はどのようになっているのか。また、車検切れになった公用車は

過去にあったか。もしあったとしたら、どのように対応されたか。 

 ４つ目として、今後の公用車の買いかえに当たっては、どのような方向で臨むのか。 

 以上、４点についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（丹羽豊次君） 教育長 和田満君。 

〔教育長 和田満君登壇〕 

○教育長（和田 満君） 乾議員から今後の垂井町の教育行政の推進と教育方針について御質問

いただきましたので、お答えします。 

 私は、教育とは一人一人のよさや可能性を引き出し、自己の確立や自己実現を助ける営みだ

と考えております。また、自己の確立や自己実現のためには、自己と他者とのかかわり、自己

と集団や社会とのかかわりの中で互いに心を通わせ、互いに磨き合い、高め合っていくことが

何より大切であると考えております。 

 垂井町は豊かな自然に恵まれ、歴史と伝統ある町、文化の薫り高い町です。また、子供たち

の健全な育成やまちづくりのために献身的に力を尽くしていただける大人、地域の方々が大変
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大勢おられる町です。そうした教育資源や人のすばらしさを垂井のよさとし、積極的に生かす

教育の営みが垂井町教育ビジョンとして策定されております。 

 今後も垂井町教育ビジョンを大切にし、ふるさと垂井への誇りと愛情を持ち続け、志を持っ

て夢や目標に挑戦し、生涯を通して学び続けることのできる人間、互いの生命や人権を尊重し、

豊かな心で支え合い、ともに生きていくことのできる人間、社会の一員としての自覚を持ち、

自分の能力や個性を発揮して、活力ある地域づくりへ貢献できる人間という、目指す垂井の人

間像と基本理念の実現を目指してまいります。また、それを実現するための２つの基本目標と

11の基本施策に基づき、今後も垂井町の教育の充実に努めてまいります。 

 教育をめぐる問題は、社会の変化に応じて複雑化、多様化しております。例えばグローバル

化への対応や主権者教育への対応など、今日的な課題も生じております。 

 今後も起き得るさまざまな諸課題に対しまして、適切かつ迅速に対応してまいりますために

も、町長、副町長初め各課長との密接な連携のもとに、また議員の皆様の御意見を伺いながら、

やさしさと活気あふれる快適環境都市の実現のため、教育行政に取り組んでまいる所存です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 健康福祉課長 片岡兼男君。 

〔健康福祉課長 片岡兼男君登壇〕 

○健康福祉課長（片岡兼男君） 私のほうからは、乾議員の御質問のうち２番目の垂井町の胃が

んリスク検診の導入について、町民の健康を守るための導入は必要ではないかについてお答え

をさせていただきます。 

 初めに、がんは日本人のうち２人に１人がかかり、３人に１人が亡くなるなど、依然日本人

の死亡原因の１位となっています。特に胃がんについては、年間13万人以上が罹患し、約５万

人の方が亡くなるなど、悪性腫瘍のうち胃がんは罹患の第１位、死亡の第２位となっています。 

 岐阜県においては県地域がん登録年次報告によりますと、議員が申されるとおり、部位別の

がんの罹患数は胃がんとなる人の数が男性、女性とも多く、岐阜県の特徴の一つとなっていま

すが、その理由ははっきりとはわかっていないのが現状でございます。 

 また、垂井町の平成26年度ですが、胃がん検診の受診数は、対象者数8,260人に対し987人と

なっておりまして、受診率は11.9％と県下市町村の中で20番目となっています。 

 さて、議員御提案の胃がんリスク検診とは、胃の粘膜の委縮の程度を調べる検査及びピロリ

菌の有無を調べる検査を組み合わせて、その結果からＡからＤの４群に分類して胃がんになり

やすいかどうかを調べる検査です。この検査は血液による簡単な検体検査であり、検査費用の

削減にもつながることが期待されていますが、胃がんそのものを発見する検査ではなく、胃が

んになる危険度が高いか低いかをはかるものでございます。 

 もちろんその結果により胃がんになりやすいと判断された方にとっては、その存在を確かめ

るため精密検査を受けていただく機会にはなることは十分認識をしております。 

 しかしながら、反対に胃がんになりにくいと判断された方に対しては大丈夫であるという安
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心感を与えることにより、本来の検診、精密検査を受けることなく発見の機会を逃すおそれが

あるなど危惧されます。 

 リスクに応じた検診を提供できる有用な検査方法となる可能性があるものの、現時点では死

亡率を減少させる効果を示すエビデンス、証拠という意味でございますが、これが十分でない

ことから、今後は他市町の取り組み状況を研究しながら、さらなる検証が必要であると考えて

いるところでございます。 

 こうしたことから、町が行います各種がん検診の実施につきましては、厚生労働省健康局長

通知によりますがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に基づき、胃がん検診に

ついては引き続き問診及び胃のＸ線検査を実施するとともに、さらに胃の内視鏡検査の導入に

ついても検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、乾議員からの胃がんリスク検診の導入についての御質問のお答えとさせていただきま

す。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 企画調整課長 栗本純治君。 

〔企画調整課長 栗本純治君登壇〕 

○企画調整課長（栗本純治君） 私のほうからは、乾議員から空き家対策について９点の御質問

がございましたので、答弁をさせていただきたいと思います。 

 空き家等対策の全般的な窓口としましては、どこにあるのかという御質問でございます。 

 全般的な窓口といたしましては、企画調整課生活安全係となっております。なお、土地計画

区域内の空き家等の雑草につきましては、垂井町生活環境の保全に関する条例に基づきまして、

建設課都市計画係が窓口となっております。また、所有者が空き家等をリフォームし、再度暮

らせる環境を整えるためのリフォーム促進事業補助金につきましては、産業課の商工観光係が

窓口となるなど３つの窓口が連携を図りながら空き家対策に取り組んできております。 

 次に、町内に特定空き家等は何軒あるのでしょうか、また今年度予算化の空き家等の実態調

査は、具体的にどのような内容なのでしょうかという御質問でございます。 

 町内の特定空き家等の軒数はまだ把握しておりません。本年度実施の空き家等実態調査にお

いて町内全体を対象とした空き家等の概数調査、実態調査、空き家等の所有者等へのアンケー

ト調査などを行い、その中で特定空き家等の候補を把握してまいりたいと考えております。 

 次に、空き家対策事業の体制づくりや今後の計画はあるのか、また空き家バンク制度の設置

及び空き家等適正管理条例の制定についてはどのように考えているのか、また空き家の処分を

自主的に行おうとしている所有者に対して補助金を支給する考えはあるのかという御質問でご

ざいますが、空き家等の実態調査の結果につきましては、今後どのように活用していくかが課

題となってきています。 

 今年度実態調査をして、その結果を踏まえ、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条に

規定されている空家等対策計画の策定の中で、所有者等による空き家等の適正な管理の促進、

空き家等及び除却した空き家等に関する跡地の活用の促進、特定空き家等に対する措置、空き
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家等に関する対策の実施体制に関する事項など必要な項目について定め、対応してまいりたい

と考えております。 

 次に、空き家の対策事業に対して、問題点や将来の見通しはいかがかという御質問でござい

ますが、現在においても空き家等への対策については、特措法第３条について、空き家等の所

有者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとして

おり、本来個人の財産としてそれぞれの所有者等が適正に管理すべきものとして地域住民から

の相談に応じ、所有者等へ適正な管理をするよう通知するなど対応を行っていますが、年々相

談件数が増加傾向にあり、今後の人口減少や少子高齢化の進展に伴い、今後空き家等がさらに

増加していくことが見込まれています。 

 今後、特措法も踏まえ、関係部署と連携を図りながら対策を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、特定空き家に指定する判断はどの時点で行うのか。また、協議会等の組織体制の設置

の考えはあるのかとの御質問でございます。 

 特措法の第２条第２項において、特定空き家等とはということで４点ございます。 

 １点、そのまま放置をすれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。 

 ２つ目、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。 

 ３番目、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。 

 ４つ目、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるといったこ

とが定義づけられております。 

 空き家実態調査を行った特定空き家等の候補のうち、先ほど述べました定義に該当する場合

は、特定空き家等と認定しますが、財産権の制約や固定資産税等の住宅用地特例の対象から除

外されるなど、強い公権力の行使を伴う行為が含まれ、認定には透明性や適正性の確保が求め

られることから、専門知識を有する者による意見が必要であると考えており、その必要性から

特定空き家等の認定やその対応、空家等対策計画の策定や実施に関する協議を行うため、特措

法第７条に規定する協議会の設置について検討してまいりたいと考えております。 

 次に、指導、勧告、命令、行政代執行をして取り壊すことになった場合、その費用は誰が持

つのかという御質問でございます。 

 特措法第14条において、特定空き家等に認定された場合、その所有者に対し、除却、修繕、

立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指

導をすることができるとされており、それが改善されない場合は、勧告、命令、代執行と段階

的に慎重な手続を経て行うことができるとされております。 

 指導、勧告、命令につきましては、所有者等が当該特定空き家等に対し必要な措置を行うよ

う求めるため、当然除却などの費用は所有者が負担することになります。また、代執行につき

ましては、行政代執行法に基づきます措置であるため、行政代執行法の規定によりまして市町

村長がみずから所有者等が行うべき措置を行い、または第三者にこれをさせた場合、その費用
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については所有者から徴収することとされているため、本来個人の財産としてそれぞれの所有

者が適切に管理するべきものとして、どの段階においても所有者が負担することとなっており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。何とぞ御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 総務課長 早野博文君。 

〔総務課長 早野博文君登壇〕 

○総務課長（早野博文君） 乾議員の４点目の公用車について御回答申し上げたいと思います。 

 まず、１点目の御質問の垂井町が所有する公用車の台数と、そのうち低排出ガス車として認

定している公用車の台数はどれくらいあるのかについてでございますが、平成28年３月31日現

在でございますけれども、公用車の台数は79台となっております。これは巡回バス、あるいは

クリーンセンターパッカー車、そしてまた消防ポンプ積載車等々も含めた台数でございます。

そのうち、お尋ねの低排出ガス認定車につきましては、ハイブリッド車も含めまして44台でご

ざいまして、公用車全体の約56％を占めている状況にございます。 

 次に、２点目の買いかえの時期につきましてはどのように決めているのかといったお尋ねで

ございますが、走行距離数、そしてまた経過年数等によります買いかえの基準につきましては、

特に設けてございません。 

 日常の使用時やあるいは点検を実施する中で、性能の低下やふぐあい等々が発見された場合

に修繕か買いかえかを総合的に勘案する中で判断をさせていただいているところでございます。

ときには所管課職員以外の者が試乗してぐあいを確認したこともございました。 

 次に、３点目の車両の管理、そしてまた車検切れになった公用車は過去にあったのか否かに

ついてのお尋ねでございますが、まず公用車の管理につきましては、垂井町自動車等管理規程

に基づきまして、公用車の所管課におきまして日常的に点検を実施し、良好な維持管理に努め

ておるところでございます。 

 具体的に申しますと、使用時の点検のほかに毎月１日、15日でございますけれども、月２回

を基本に点検、あるいは清掃を実施いたしまして、ふぐあいの有無等を確認する中で整備不良

によります事故防止と公用車の適正な管理にも努めておるところでございます。よろしくお願

いをいたします。 

 次に、公用車が車検切れになった事例でのお尋ねでございますが、今日までないものと記憶

をさせていただいております。 

 今後とも指摘のことがないよう公用車の適正な管理を行う中で、しっかりと法令遵守をして

まいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後の４点目の今後の公用車の買いかえに当たってはどのような方向で臨むかについてのお

尋ねでございますが、議員御提言の小型車、あるいはハイブリッド車、天然ガス車、あるいは

電気自動車への切りかえについてでございますけれども、御案内のとおり、産業課所管にいた

しますれば、林道測量等々、そしてまた水田の用排水の確認等々、ときには４ＷＤの車が欲し
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いといったようなこともございます。そしてまた住民課所管等々では、有害獣の捕獲に軽トラ

がどうしても必要だ。そしてまた、町職員全体でございますけれども、災害時にはテントの搬

出に必要な比較的荷台の長い、俗に言う商用車の貨物車でございますが、そういった車両のニ

ーズもございます。したがいまして、その使用の用途を十分勘案しながら検討していく必要が

あると、そのように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上、引き続き公用車の適切な管理に努めたいと考えておりますので、何とぞ御理解賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 暫時休憩いたします。再開は10時50分といたします。 

午前10時36分 休憩  

午前10時50分 再開  

○議長（丹羽豊次君） 再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。 

 11番 富田栄次君。 

〔11番 富田栄次君登壇〕 

○１１番（富田栄次君） 通告に従いまして、３点お尋ねをいたします。 

 第１点目はＮＨＫ基礎英語を中学生の授業に生かせ、第２点目は自治体間で災害時応援協定

の締結を、第３点目はホームページを持つ意味はについてであります。 

 それでは、第１点目、ＮＨＫ基礎英語を中学生の授業に生かせについてお尋ねをいたします。 

 私は平成13年議会で英語教育は小学生のときが最も大事である。小学校に英語環境づくりを

と質問しました。平成24年議会では、言語形成期である幼児期６歳までに英語教育でネイティ

ブスピーカーの子供の育成をと質問をいたしました。平成26年議会では、小学校の使える英語

の効果的な指導方法についてお尋ねをいたしました。今回は、中学校の英語授業についてお尋

ねをするものであります。 

 平成28年度施政方針及び提案説明の重要施策の第２に、国際社会への対応といたしまして、

小学校には英語講師、中学校には英語指導助手を配置し、英語教育を図ってまいりますとあり

ますが、これまで我が町の中学校には平成８年から友好都市カルガリー市から派遣された英語

指導助手１名が配置されてきました。現在は配置されておらず、急場しのぎで別の方にお願い

してはいます。中学校の英語授業は各学年とも年間で140時間、週４時間英語を勉強している

と聞いています。ということは、全ての英語授業に英語指導助手が入っているわけではなく、

英語を聞くこと、読むこと、話すこと、書くこと、この４つの力を身につけることを目標とす

るなら、十分とは言えません。平成24年議会での英語指導助手の増員についての一般質問にお

いて、前教育長は、英語講師による音声指導を初め、英語指導助手の役割は大変大きいと考え

ておりますので、増員については今後検討したいと、そのような御答弁でございました。今回

は中学校の英語授業についてお尋ねするものです。 

 そこでお尋ねをいたします。 
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 １つ目として、中学校の英語授業で使える英語、生きている英語の効果的な指導方法につい

てお尋ねをいたします。 

 次に、毎朝毎晩ラジオから流れるＮＨＫ基礎英語、放送開始以来約80年の歴史を誇るＮＨＫ

語学番組基礎英語シリーズは、よくある日常の場面、状況を設定した実践的な会話例とネイテ

ィブによる音声で中学レベルの良質な英語を提供しています。基礎英語１では、中学１年レベ

ルの単語や英文法を学び、基礎英語２では、中学２年生レベルの英文法や表現を学び、基礎英

語３では、中学３年レベルの使える英語をふやしています。 

 ＮＨＫの基礎英語、英語教材作成支援システム基礎英語リード（ＬＥＡＤ）とは基礎英語シ

リーズの十数年分に及ぶ豊富な会話例、それと音声が蓄積されているＮＨＫ英語データベース

から先生方が授業に役立つ会話例や音声をウエブ経由で検索し、これらを使って教材を作成す

るための先生方向け英語教材作成支援システムです。5,500の英会話の例があり、著作権を気

にせず使え、いつでもどこでも利用ができ、学習指導要領がベースとなっています。テストづ

くりも簡単です。ある学校では朝授業の始まる前15分間、中学１年生では基礎英語１を、中学

２年生では基礎英語２を、中学３年生では基礎英語３を流している学校もあります。ＮＨＫエ

デュケーショナルへの４年間継続利用ライセンス提供料は20万円で、割安です。垂井町立小中

学校管理規則第９条、教材の使用について、校長は、教科書以外の図書その他の教材で教育上

有益適切なものは、これを使用することができるとあります。これの導入実績校は全国で１都

２府、東京都、大阪府、京都府、そのほかにも８県にわたっております。垂井町も先駆的に取

り入れてはどうかと思います。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 ＮＨＫの基礎英語、英語教材作成支援システム、ＮＨＫ基礎英語を中学生の授業に生かして

はどうか、お尋ねするものであります。 

 第２点目、自治体間で災害時応援協定の締結をについてお尋ねをいたします。 

 我が町における大規模災害としては、熊本・大分大震災、東日本大震災、阪神・淡路大震災

のような地震による大災害と原発事故による大災害が考えられます。 

 地震による大規模災害発生時には、ライフラインや情報通信網の途絶、パニックの発生、庁

舎や公共施設の損壊、職員の負傷などにより町の災害対応能力は著しく低下します。このため、

町単独では多岐の分野にわたり、かつ膨大な量の応急復旧活動を満足に遂行できないという事

態が生じます。 

 災害時応援協定とは、災害発生時における各種応急復旧活動に関する人的、物的支援につい

て、地方公共団体と民間事業者や関係機関との間で、または自治体間で締結される協定のこと

であります。 

 このような事態に対処する手段の一つとして、各種応急復旧活動について町をサポートする

旨の協定が町と民間事業者や関係機関との間で締結されています。民間事業者は自治体にはな

い専門的な技術や知識、資機材などを有していることから、さまざまな分野の民間事業者と協
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定を締結することで、広く的確な応急復旧活動が期待できるからであります。我が町も既に民

間事業者や関係機関との間で締結がなされてきました。 

 また、このような事態に対処するもう一つの手段として、自治体間での相互応援協定も全国

的に締結されており、自主的、積極的な応援出動、被災自治体への応援に関して阪神・淡路大

震災の教訓を踏まえたスムーズな応援を達成するための体制整備が図られています。 

 ４月７日、大地震や集中豪雨による土砂災害などの大規模災害に備え、揖斐郡の揖斐川、大

野、池田の３町は、町の境界を越えて隣接町の避難所を利用できるようにする広域避難に関す

る協定を締結しました。 

 昨年の関東・東北豪雨の被災地では、自治体の避難場所へ避難しようとすると、川の決壊場

所や浸水地域に近づかなければならないケースがあったといいます。豪雨を受けて行われた揖

斐郡３町の防災担当者の意見交換会で、隣接町の避難所を利用したほうがより安全に避難でき

る地域があることがわかり、協定締結を決めたということです。 

 垂井町においても大地震や集中豪雨による土砂災害など、大規模災害においては綾戸地区は

隣接の大垣市、伊吹地区においては隣接の関ケ原町、栗原地区は隣接の養老町の避難場所を利

用したほうがより安全に避難できるようにも思われます。 

 また、福井県敦賀市の敦賀原発の大事故を想定した場合は、事故の影響が大きいと見られる

西濃地域と岐阜地域など13市町は、放射性物質の拡散が広範囲に及んだ場合に、９割以上の住

民が逆に遠隔市町に避難する必要があると思われます。 

 そこで、そんな大災害に備え、お尋ねをいたします。 

 １つ目、これまでの大規模災害から得た教訓は何か。２つ目、隣接町、例えば関ケ原町と、

また遠隔市町と両方と災害時応援協定の締結をすべきと思いますが、町の御見解をお尋ねいた

します。 

 第３点目、ホームページを持つ意味はについてお尋ねいたします。 

 垂井町においては、以前より町のホームページが開設されていますが、開設当初は情報量が

少ないとか、新鮮味がないとか、わかりにくいとか、なかなか情報の更新がなされないとか

種々の批判がありました。しかし、昨今はかなり改良されたように思われます。 

 ホームページには町の各課、各分野にわたる最新情報が記載してあるわけですが、最近ホー

ムページを開いていて偶然気づいたことは、情報が更新されていない部署があるということで

す。この場であえてその部署の名前は出しませんが、ホームページで情報収集するのが当たり

前の時代、ホームページは24時間スマホからも、どこにいても誰もが見ることができます。ど

この誰が何を必要としているかわからないですが、いかに情報を見やすく整理するかというこ

と、それらの最新の情報がわかりやすく整理された状態で記載してあれば、ホームページ訪問

者（ユーザー）はどんどんふえていきます。ホームページは効果的な宣伝広告媒体と思われま

す。 

 反面、もし最新の情報が掲載されず、古い情報をホームページに掲載し続けたならば、それ
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は閲覧者にとってマイナスの印象を与えてしまいます。継続して更新ができないのであれば、

初めからホームページを開設しないほうがよい場合もあります。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 １つ目、ホームページを持つ意味は何か。２つ目、各部署の掲載についての最終チェック、

最終責任者は誰か。更新はどのようになされているのか。以上をお尋ねするものであります。 

○議長（丹羽豊次君） 教育次長 桐山浩治君。 

〔教育次長兼学校教育課長 桐山浩治君登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長（桐山浩治君） 富田議員の第１点目のＮＨＫ基礎英語を中学生の授

業に生かせについて、お答えをさせていただきます。 

 垂井町では、英語指導助手が１名配置されており、各中学校ではネイティブの正しい発音を

聞いたり、実際の英語使用場面に近い生のコミュニケーションを体験したり、外国人の物の考

え方や感じ方に触れたりするなどの学習をしております。 

 こうした学習は町内の全ての中学校で実施しておりますが、全ての時間に英語指導助手が入

っているわけではなく、議員御指摘のとおり、不十分と言えます。 

 そこで教育委員会としましては、教科書の教師用副教材として教科書に準拠したソフトやＣ

Ｄを購入し、電子黒板やＡＶ機器を活用し、ネイティブな発音を聞いて学習できるよう整備を

しております。また、英語教師の授業研究を充実し、実際の場面で必要な英語力を身につけさ

せるための授業改善を行っております。 

 この結果、中学校１年生においても教師の発問や指示も英語で行うオールイングリッシュに

近い授業が実施されているところでございます。 

 教育委員会としましては、教科書にさらにプラスしてＮＨＫ基礎英語を教材として授業を行

うことより、各学校が教科書やそれに準拠したソフトやＣＤを十分活用することにより反復練

習し、教科書の内容をどの子にも確実に習得させ、基礎的な英語力を身につけさせる教科書を

中心とした指導を行ってまいりたいと考えております。よろしく御理解賜りたいと存じます。 

○議長（丹羽豊次君） 企画調整課長 栗本純治君。 

〔企画調整課長 栗本純治君登壇〕 

○企画調整課長（栗本純治君） 私のほうからは、富田議員から４つの御質問がありました。答

弁をさせていただきたいと思います。 

 初めに、これまで大規模災害から得た教訓は何かという御質問でございます。 

 災害には地震や風水害などさまざまな種類がありますが、全ての災害に共通して言えること

は、災害の規模が大きくなればなるほど行政が行える初期対処は限られ、みずからの生命はみ

ずから守るという地域住民の自発的な活動が大切であるということでございます。 

 これは今まで大きな災害を経験してきた地域に共通していることは、例えば予期できない地

震においては、行政は自衛隊の派遣や情報収集など、全体的な対応から始まり、地域に対する

個別の対処はその後になっていきます。 
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 また、風水害においては、最悪の事態を想定し、行政が早目の避難勧告等を発令して、災害

が発生する危険性が高い状況であることを伝えることができますが、最終的には地域住民みず

からが判断して行動していくことがその後の被害状況に大きく影響を及ぼすことになります。 

 そのためには、常日ごろから防災意識を高く持つことが重要である。今回の熊本地震のよう

に、発生する確率が低かった断層が原因で地震が発生したことを見ても、大地震が決して人ご

とではなく、行政、住民とともに自分たちの身近に起こり得る問題として捉えることが必要で

あると考えております。 

 今後、行政による公助、住民一人一人の自助、地域コミュニティーによる共助と、それぞれ

の役割に応じた災害に対処できるよう取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、隣接町、遠隔市町両方と災害応援協定の提携をすべきと思いますがという御質問でご

ざいます。 

 災害の規模が大きくなればなるほど単独の市町村で災害に対応することは難しく、近隣や関

係のある市町村や国との連携、調整、警察を管轄する県、自衛隊や気象庁などを管轄する国と

いったさまざまな主体による対応が必要となってきます。そのため、災害発生時に強力な連携

をもって対処していくためには、民間との協定をあわせ、他市町村との災害時応援協定は熊本

地震の例を見ても大きな力となっているため、いつ何どき災害が発生するかわからない状況下

の中で早急に検討していかなければならない課題だと考えております。 

 災害の種類によっては対象となる市町村は変わってくると思いますが、例えば地震の場合で

は規模が大きくなればなるほど周辺市町村も被災地であることが想定され、ある程度距離の離

れた市町村が対象となってくると思います。また、風水害の場合は、議員がおっしゃるように、

近隣市町の避難所に避難していただいたほうがより安全に避難ができるため、近隣市町が対象

になってくると思います。 

 今後、災害の種類の被害想定、今までの交流状況など総合的に勘案して、相手の意向も踏ま

えながら災害時応援協定を締結する市町村を洗い出しし、検討していきたいと考えております。 

 次に、ホームページの持つ意味はという御質問でございます。 

 当町のホームページは平成９年８月13日に開設をいたしました。20年近く大きなリニューア

ルがされることのなかったホームページですが、平成27年３月にリニューアルをし、今までホ

ームページの担当者が担当課から依頼に応じて更新をしていたものを、担当課が適宜、随時更

新作業ができるようなＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）を導入いたしました。ＣＭ

Ｓ化は担当課で更新作業ができることで、スピーディーな情報発信が可能となってまいりまし

た。毎月9,000から１万台であったアクセス数がリニューアル後の現在では２万5,000から３万

ほどになっております。 

 ただし、更新作業が担当課であることで作業判断や権限も担当課となり、どうしても温度差

があることは否めません。 

 昨年10月には広報に関するアンケート調査を行い、ホームページの掲載について集計をとり
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ました。その中に、ホームページを見る理由といたしまして、広報たるいより詳しい情報が必

要なときに見られるといった回答があることから、現在のホームページの果たす役割は大きい

ものであると考えております。 

 ホームページは住民への一方的な情報サービスだけでなく、住民との情報共有の場でもあり

ます。先般の熊本地震の際にも緊急情報を確認できるなど、その役割は行政のお知らせ発信だ

けにはとどまっておりません。 

 そのようなことから、ホームページを使った積極的な情報発信に努めていくだけでなく、何

をどのように伝えるかを職員全員が町のＰＲ役との認識を持ち、広報の位置づけを考え、住民

に何を伝えていきたいかという一方的な情報提供ではなく、住民が何を知りたいかということ

を考え、情報内容を構築し、発信していくことが重要であると考えております。 

 次に、各部署の記載について、最終チェック、最終責任者は誰かの御質問でございますが、

現在のホームページの更新についての流れは、担当者が更新したい旨の起案をし、企画調整課

長及びホームページの担当者へ合議をし、担当課長が決裁をしております。内容によっては町

長まで起案をしております。 

 決裁後は担当者がホームページを作成し、及び修正等も加えながら担当課長が確認をして公

開をしております。公開できる権限は課長とホームページ担当者のみが持って更新をします。

よって、記載についての最終チェックと責任者はホームページを作成した担当課長と管理をす

るホームページ担当者がそれぞれの役割を持って最終責任となります。両者により幅広く確認

をし、更新作業の精度を向上させてまいりたいと考えております。 

 加えて、各課どのような情報を掲載・周知するべきなのか、掲載や公開するべき情報で未掲

載のものはないのかといった確認を各課に配置されたパソコンリーダーを中心に行い、最新情

報の更新と情報量のアップに努めていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。どうぞ御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 11番 富田栄次君。 

〔11番 富田栄次君登壇〕 

○１１番（富田栄次君） 再質問をいたします。 

 １つは、第１点目なんですが、ちょっと言葉が出ないんですけれども、先ほどから。久しぶ

りにここに立って、大抵はさっと再質問をするんですけれども、実を言いますと、この後再質

問を教育長さんにお願いしようと思っていたんですが、あえて課長さんでお願いしたいんです

けれども、まず課長さんから頭を切りかえていただかないと、これはとても教育長さんの御答

弁まで行かないかと思いまして、課長さんに言っていただいたのは、確かに学校教材に沿って

ということで言っていただいています。私も言っているのは学校教材に沿ってということです。

当然そういうことなんですが、それと参考資料についてはＣＤとか、私もいろんなのを見てお

りますので、確かに非常にいろんなものが出ております。ですから学校の先生方、関係者の方

は一生懸命その教材に沿って努力していていただくのはわかっております。わかっておる上で、
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我々も文教厚生委員会としてもそうですけれども、より以上にいいことをということで、その

参考としてもお話ししていることでありまして、多少は御検討をいただくというような言葉、

御答弁ぐらいはいただけるかと思ったんですが、全く何か、お尋ねしますが、課長さん、この

ＮＨＫの基礎英語のこの資料について確かめられましたか。それと学校教育の現場でどのよう

にされているのかこの場でお尋ねしたいことなんですけれども、これはやめます。 

 再質問いたします。 

 御検討するぐらいの御答弁はいただけないかを御質問いたします。 

 それともう１つ、ホームページについては更新のほうをしていただける、これは一応してい

ただけるということですので、よろしくお願いいたします。 

 １つだけお尋ねいたします。学校教育課長によろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 教育次長 桐山浩治君。 

〔教育次長兼学校教育課長 桐山浩治君登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長（桐山浩治君） 富田議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほどは大変失礼をいたしました。全てを否定しているわけではございません。 

 方針としまして、やはり教科書を使用する義務がある。その教科書に準拠して授業を進めて

いくというのを基本にやっていきたいといった答弁を申し上げたところでございますが、ただ

し、やっぱり英語科教師によります教材研究の活用という可能性は十分考えられますので、今

後検討し、そういったことが可能かどうかを行っていきたいと思いますので、よろしく御理解

を賜りたいと存じます。 

○議長（丹羽豊次君） 教育長 和田満君。 

〔教育長 和田満君登壇〕 

○教育長（和田 満君） 富田議員の再質問について答弁を課長がしたところでございますが、

補足をさせていただきたいと思っております。 

 今現在、中学校の授業は、大変コミュニカティブな授業に変わりつつあります。富田議員の

おっしゃいました、話す、聞く、書く、読む、４つの技能を１時間の授業の中でつける授業と

しまして、私どもが受けてまいりました授業とは大きく変わっております。教科書のほうもそ

うした編集意図から４つの技能をつけるように随分編集をされているところであります。 

 中学校の英語の授業におきましては、例えばパスポートを見せて行き先を尋ねたり答えたり

するという活動であるとか、外国の友達に自分の好きな食べ物を、特に日本食を英語で教えた

りするなどの活動をそれぞれの学校で英語教師が工夫して行っているところであります。 

 先ほど富田議員のＮＨＫ基礎英語の中には5,500の対話例等があるということでございます

ので、英語教育研究部会が庁内にもございます。積極的に授業改善を図っているところでござ

いますので、ＮＨＫ基礎英語の内容等を教材研究として活用できるその可能性についてまた検

討してまいりたいと思います。よろしく御理解をお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） ７番 中村ひとみ君。 
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〔７番 中村ひとみ君登壇〕 

○７番（中村ひとみ君） 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして３点にわたっ

て質問をさせていただきたいと存じます。 

 冒頭に、このたびの熊本県を中心とする地震により被災された全ての皆様に心からお見舞い

を申し上げますとともに、被害に遭われた皆様の救済と被災地の一日も早い復興を心よりお祈

り申し上げます。熊本県は、私にとって育てていただいた大切な愛するふるさとであります。

ふるさとに思いをはせながら、防災に関する質問から入らせていただきます。 

 まず１点目、福祉避難所のケア体制についてお伺いいたします。 

 災害時には体の不自由な高齢者や障がい者、妊産婦といった災害弱者に対して特別な配慮が

求められます。しかし、熊本地震ではそうした人たちを優先的に受け入れる福祉避難所の機能

がスタッフ不足などを理由に十分に発揮されていない現状が報告されています。 

 福祉避難所は、自治体が災害救助法に基づき福祉施設や公共施設などを指定する。国の指針

では、紙おむつや医療品などを備蓄することが望ましいとされ、手すりやスロープなどバリア

フリー環境も整備されています。2014年10月現在、全国では7,647カ所が指定され、熊本市も

176カ所、約1,700人分の受け入れを計画されておりました。ところが、５月22日時点で開設で

きたのは73カ所だけで、利用者は341人に過ぎない状況でありました。施設が損傷するなど理

由はありますが、スタッフの数が追いついていないことが大きな原因であります。例えば、老

人ホームが福祉避難所となった場合、職員はもとから施設を利用していた人に加え、避難者の

ケアにも追われ、人手不足に陥るのはどうしても避けられない問題であります。 

 そこで、現在本町の福祉避難所に指定されている施設数と災害時に想定される災害弱者の受

け入れ計画はどのようになっているのかお伺いいたします。また、あわせてスタッフの確保な

ど事前に協力していただける体制をつくることが重要であると考えますが、御所見をお伺いい

たします。 

 さらに重要な視点は、本当に困っている災害弱者ほど孤立しがちで、声を上げにくいという

ことであります。福祉避難所の存在自体を知らない人も多く、周知徹底は必要不可欠であり、

力を入れるべきであります。また、自治体が当事者と一緒に個別の避難支援計画をつくり、い

ざというときどこに避難するか決めておくことが大切であると考えますが、その点をお伺いい

たします。 

 災害時に全ての災害弱者が十分なケアを受けられるようなネットワークの構築を推進してい

ただくことを切に願い、質問といたします。 

 第２点目、健康マイレージ事業についてお伺いいたします。 

 昨年、厚生労働省から健康寿命の都道府県ランキングが発表されました。健康寿命とは、介

護を受けたり病気で寝たきりになったりせず、自立して健康に生活できる時期のことをいいま

す。男性は、１位、70.42歳の愛知県、２位静岡県、３位千葉県、女性の１位は73.62歳の静岡

県、２位群馬県、３位愛知県でした。厚生労働省では2013年から2022年の国民の健康づくり計
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画に健康寿命を延ばすとする目標を掲げています。 

 日本一健康文化都市を掲げる静岡県袋井市では、2007年より全国に先駆けて健康づくり活動

をポイント換算し、公共施設利用券と交換できる健康マイレージ制度を実施しています。また、

政令都市の中でも最も高齢化率の高い北九州市25％ですが、2009年度に健康マイレージ事業を

導入し、40歳以上の市民が市が認めた運動教室や健康関連のイベントに参加したり、健康診断

を受診するとポイントがたまり、景品と交換できるポイントシステムを実施し、このような取

り組みは将来の超高齢化社会を見据えた施策の一つとして全国に広がりつつあります。兵庫県

豊岡市では、健康診断、健康講演会、健康事業、介護予防事業に参加したり、ウオーキングの

目標達成に応じてポイントを得ることができ、ためたポイントを学校などに寄附したり、指定

の施設利用券に交換できるというものです。また、テレビの特集でも取り上げていましたが、

静岡県の高齢者が健康で若々しいのは足腰が丈夫であるからだと言っていました。歩く人と自

転車に乗る人が非常に多く、静岡県は自転車道が至るところで整備されていました。また、静

岡県は健康寿命が全国で女性が１位、男性が２位と住民の健康づくりに力が入れられており、

県下35の市町で健康マイレージ事業の取り組みがされています。 

 岐阜県下でも先進的に取り組まれている関市にお邪魔し、お話を聞く機会がございました。

特徴的な取り組みとして、まずは市民の皆さんから実行する・実行したい、健康づくりを宣言

する健康宣言を募集したり、ウオーキングを始めてみようかなと思わせる手帳があったり、中

でも企業対抗のウオーキングを競う企画などさまざまな取り組みがされておりました。マイレ

ージポイント対象事業は21事業からなり、たまったポイントで応募すればすてきな商品が当た

るというものです。 

 本町におきましても保健センターや各地区公民館でさまざまな健康講座、介護予防講座など、

いろいろな形で健康維持に対する取り組みがされており、健康増進に努めていただいています。

それぞれの取り組みを担当部局が違っても町全体で一本化し、健康マイレージ事業としてポイ

ントためながら楽しく健康寿命を延ばす取り組みを行ったらいかがでしょうか。 

 町民一人一人の元気が町の活性化につながっていくと思います。ぜひ先進地の取り組みの研

究を行っていただき、導入に向けて考えていただきたいと願うものであります。 

 最後に３点目、食品ロス削減に向けての取り組みについてお伺いいたします。 

 食べられる状態なのに捨てられる食品ロスは、家庭やスーパー、ホテル、レストランなど、

あらゆるところで見受けられます。農林水産省によると、日本では年間2,801万トンの食品廃

棄物が発生しており、このうちの４割近い642万トンが食品ロスと推計されています。 

 既に先進的な自治体ではさまざまな食品ロス対策が行われています。長野県松本市では、宴

会の食べ残しを減らすため、乾杯後の30分と終了前の10分は自席で食事を楽しむ「30・10運

動」を進めています。また、地方自治体として初めて食品ロスの削減目標を示した京都市では、

2020年までに食品ロスの発生をピーク時から半減させるとし、家庭で食品を無駄にしないため

に４人家族で年間６万5,000円の負担になるという市独自の試算を示し、啓発活動などを展開
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しています。また、ＮＰＯの活動として消費期限が迫った食品を引き取り、生活困窮者へ無償

提供するフードバンクが有名であります。国連は2030年までに世界全体の１人当たり食品廃棄

物を半減させる目標を採択しています。 

 そこで、本町においても、まずは学校や幼稚園、保育所など、教育施設における学校給食や

食育、環境教育などを通して食品ロス削減のための啓発を進めるべきであると思いますが、御

所見をお伺いいたします。 

 また、家庭における食品在庫の適切な管理や食材の有効活用の取り組みを初め、飲食店等に

おける飲食店で残さず食べる運動や持ち帰り運動の展開など、町民、事業者が一体となった食

品ロス削減に向けて取り組みを進めることが重要であると考えますが、その点はいかがでしょ

うか。 

 さらに災害備蓄食品については、これまで消費期限で廃棄処分されることが多いと思われま

すが、今後は未利用備蓄食品の有効活用の観点から、例えば消費期限が６カ月前などにフード

バンク等への寄附等を検討してはいかがでしょうか。 

 本町独自の取り組みがございましたら、御所見をお伺いいたします。 

 以上で一般質問とさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） 健康福祉課長 片岡兼男君。 

〔健康福祉課長 片岡兼男君登壇〕 

○健康福祉課長（片岡兼男君） ただいまの中村議員の御質問につきまして、初めに大きく１点

目の福祉避難所のケア体制についてお答えをさせていただきます。 

 まずは福祉避難所に指定されている施設の数、想定される災害弱者の受け入れ計画、人数に

ついての御質問でございますが、初めに当町の福祉避難所につきましては、災害時に必要に応

じて開設される２次避難所として指定されておりまして、当町ではデイサービスセンターと生

きがいセンターの公共施設２カ所を指定しているところでございます。 

 福祉避難所の対象となる方は一般の指定避難所での避難生活が難しい方や、避難行動要支援

者台帳に登録されている方などが利用されると予想されます。 

 避難所の開設、運営につきましては、垂井町地域防災計画に基づき、職員初動マニュアルや

指定避難所運営マニュアルなどに準じて実施することとなります。 

 収容可能人数は、デイサービスセンターが60人、生きがいセンターが20人を想定しています。 

 また、スタッフの確保や体制につきましては、議員御指摘のとおり、広域災害などで懸念さ

れる課題でございます。その対策の一つといたしまして、災害救援ボランティアの支援は重要

でありまして、特に専門分野のボランティアの支援は福祉避難所において必要不可欠であると

認識しています。 

 よって、国や県などと連携を図ることが大変重要であると考えているところでございます。 

 災害時におきましては、対象となる避難者のためにも福祉避難所の円滑な開設、運営ができ

るよう取り組んでまいります。 
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 続きまして、個別の避難支援計画の進捗状況についての御質問ですが、平成25年の災害対策

基本法の一部改正によりまして、高齢者や障がい者などの方々の防災施策におきまして特に配

慮を要する方のうち、災害発生時の避難等に支援を要する方の名簿の作成が規定されました。

その中でも、本町では平成24年度から対象者の方の同意を得る中で要支援者の個別支援計画の

整備を行い、平成25年度には台帳として警察や消防署などの関係機関や地域の方などと連携を

図るため情報提供をしてまいりました。現在1,791名の方が個別支援計画に登録されているの

が現状です。 

 今後もいざというときのために、要支援者の個別支援計画の整備を継続するとともに、要支

援者の方の災害時対策に努めてまいります。 

 続きまして、大きく２点目の健康マイレージ事業について、健康寿命を延ばす取り組みとし

て導入してはの御質問にお答えさせていただきます。 

 健康で誰もが楽しく笑顔で元気に暮らせることは、町民全ての願いです。しかし、残念なが

ら病気にかかったり介護を必要とされる方も多くいらっしゃるのが現実でございます。 

 そこで、御質問にもありました健康寿命でございますが、日常生活に制限のない健康で健常

な期間をあらわすもので、平均寿命と健康寿命の差は、いわゆる不健康な状態の期間をあらわ

します。 

 平成26年度の垂井町の男性の平均寿命は80.2歳、健康寿命は66.1歳、平均寿命と健康寿命の

差、不健康な状態の期間は14.1年と全国及び岐阜県の平均を少し下回っています。一方、垂井

町の女性の平均寿命は87.4歳、健康寿命は67.4歳、平均寿命と健康寿命の差は20年と、全国及

び岐阜県の平均を少し上回っています。 

 こうした結果から、女性の平均寿命が長いものの、健康寿命は男女差がないことから、女性

の不健康な期間が男性より６年ほど長くなっており、これらの不健康な期間をできるだけ短く

し、生き生きとした質の高い暮らしができるよう、健康寿命の延伸が求められているところで

ございます。 

 垂井町ではこうした現状を踏まえ、今年度から平成32年度までの５年間を「大人から子供へ

つなぐ健康なまち」を基本理念とする「第２次健康日本21たるい計画」を策定いたしました。

少子高齢化、疾病構造の変化が進む中で、子供から高齢者まで全ての住民が健やかで心豊かに

暮らせる元気のある町を実現するため、健康な生活習慣の推進、切れ目のない母子保健対策の

充実及び健康管理と生活習慣病の予防の３つを基本目標として取り組むこととしております。 

 さて、健康マイレージ事業についてでございますが、議員が申されるとおり、静岡県、兵庫

県などで先進的に取り組んでおられます。また、岐阜県下におきましても、岐阜市や関市にお

いて国民健康保険加入者による特定健診受診者にクオカードを抽せんで渡したり、健康づくり

事業に参加し、ポイントを集めて景品が当たったりなど、健康づくりに関して独自に取り組ん

でおられます。 

 こうした中、厚生労働省保険局長から、先月26日付で個人予防・健康づくりに向けたインセ
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ンティブ、目標を達成するための誘因という意味でございますが、これを提供する取り組みに

係るガイドラインについての通知がございました。保険者等が表彰等により本人の健康づくり

の取り組みを鼓舞する取り組みのほか、個人へのインセンティブの提供としてヘルスケアポイ

ント、物品等と交換できるポイントですが、これらを付与する取り組みについては、健康に関

心のある方が参加される、またしやすいといった傾向が強いため、健康無関心層の方々にも取

り組みが広がるよう事業の普及啓発、口コミの誘発、事業者との一体となった事業展開の必要

性が示されているところでございます。 

 今後は、現在取り組んでおります保健センターや公民館事業などを継続するとともに、若者

や無関心層の健康づくりへの意識の高揚を図るため、健康マイレージ事業につきましては、引

き続き他市町の事業効果を見きわめながら導入について検討してまいります。 

 続きまして、大きく３点目の食品ロス削減に向けての取り組みに関しまして、教育施設にお

ける給食や食育、環境教育などを通して食品ロス削減のための啓発を進めるべきとの御質問が

ございましたので、保育園に関連いたします件について、所管いたします私のほうからお答え

をさせていただきます。 

 現在、保育園では年齢に応じた摂取カロリーに基づき、適正な量の食品を発注することによ

り、調理や食べ残しによる食品ロスはほんのわずかしか発生していないのが現状でございます。 

 なお、食品ロスとして発生しました生ごみにつきましては、住民課と協力をいたしまして、

クリーンセンターで生ごみ処理の堆肥化に取り組んでいるところでございます。 

 また、食べ物に関します絵本の読み聞かせや、園児みずからの手で育てました食材を園の厨

房で調理し食べることにより食への感謝やもったいないという意識を芽生えさせるなど、食育

についても取り組みまして、食品ロスの削減に努めているところでございます。 

 以上、中村議員からの３点にわたります御質問についてのお答えとさせていただきます。御

理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 教育次長 桐山浩治君。 

〔教育次長兼学校教育課長 桐山浩治君登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長（桐山浩治君） 中村議員の第３点目の食品ロス削減に向けての取り

組みについてお答えをさせていただきます。 

 県教育委員会が発行しました平成27年度岐阜県の学校給食という冊子に残食料調査が発表さ

れております。 

 毎年11月の１週間に全クラスを対象に調査したもので、調査方法としましては、担任教師が

給食の残量について、「全部食べた」「４分の１残した」「半分残した」「４分の３残した」

「全部残した」の分類により主食、牛乳、おかずに分けて調査したものでございます。その中

で、主食の残量につきましては、小学校において「全部食べた」数値は西濃地方で94.4％、県

平均は94.0％、中学校においては95.7％、県平均も同じく95.7％であり、ほぼ県平均と同程度

となっているところでございます。 
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 この調査に当町の数値の記載はございませんけれども、残菜率は他の団体と比較してもよい

数字であると感じております。また、毎日発生する残菜につきましては、クリーンセンターに

持ち込み、肥料等にリサイクルするように取り組んでいるところでございます。 

 さて、食品ロスにつきましては、ふだんからの食育の勧めが重要であると考えております。

栄養士が毎月１学校において２回程度は訪問できるよう計画を立てて実施しております。平成

27年度におきましては、143回の学校給食訪問を実施しております。 

 給食の限られた時間ではありますが、各クラスを訪問し、心身の健康の重要性では、食事の

マナーの大切さ、偏食のある児童・生徒に対する呼びかけ、また感謝の心を持つことでは、動

植物の命をいただいていること、給食をつくってくれている人がいること、給食費を支払って

くれる保護者等に対してなど、学校給食における食育の指導を進めているところでございます。

さらに、ＰＴＡの依頼により食育の重要性について講話をするなど、啓発活動に取り組んでお

ります。 

 県におきましても、食育についての重要性を認識し、小学生を対象に家庭の食事マイスター

事業、中学生を対象に中学生学校給食選手権事業、高校生では高校生食育リーダー育成事業の

各プロジェクト事業を実施しているほか、その他スーパー食育スクール事業として、指定校を

定め、食育の成果について充実を図る事業を展開しております。 

 さらに、来年１月には、学校給食の理解と家庭における食育の啓発を図る目的で、学校給食

あゆみ展が西濃地方で開催される予定であります。 

 今後、県や各市町と連携を保ちながら、学校訪問や栄養講話をさらに充実させ、食育に関し

ての取り組みを進めることが児童・生徒におきます食品ロスに対する意識の向上につながると

考えておりますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（丹羽豊次君） 住民課長 竹中敏明君。 

〔住民課長 竹中敏明君登壇〕 

○住民課長（竹中敏明君） 中村議員の３つ目の食品ロス削減に向けての取り組みについて３点

の御質問がございました。１点目と２点目について住民課所管でございます食品リサイクルと

いった観点からお答えをさせていただきます。 

 最初に１点目の学校や幼稚園、保育園など教育施設における学校給食や食育、環境教育など

を通して、食品ロスの削減のために啓発といったことでございます。 

 町としての取り組みでございますが、まず公共施設から発生する生ごみ処理の取り組みでご

ざいます。現在バクテリア方式で減容型による生ごみ処理機、処理能力は日50キログラムでご

ざいますが、これを３台クリーンセンターに設置をしております。これにより各保育園、西濃

清風園、また学校給食の生ごみを回収し、生ごみ処理機により堆肥化をし、生ごみの減量に取

り組んでおります。昨年度、生ごみの回収量は30トンでございました。 

 こうしてでき上がりました堆肥につきましては、イベント時や資源ごみ回収施設のエコドー

ムで配布をしております。また、保育園、幼稚園及び小・中学校へ堆肥の利用をお願いし、給
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食の残飯から堆肥へといった食品の循環で生ごみの資源化やごみの減量、また食品ロス削減と

いったことを教育の一環としても推進しております。 

 次に、２点目の町民、事業所が一体となった食品ロス削減に向けての取り組みでございます。 

 住民に向けての取り組みでございますが、昨年度は21回の環境講座を実施しております。そ

の中で、生ごみ減量に向けた講習会として、生ごみ処理バケツ講習会を３回、段ボールコンポ

スト講習会も１回実施をしております。 

 また、生ごみ処理容器等設置事業として、電気式生ごみ処理機、生ごみ処理容器、段ボール

コンポスト及び生ごみ処理資材について補助をしております。昨年度は27件、38万5,100円の

実績でございました。 

 これらの取り組みを通じて、住民の方へは生ごみの堆肥化によるごみの減量や食品ロス削減

への意識の高揚を図っております。 

 また、食品関連事業者につきましては、大手の食品製造業や食品卸売業の存在がなく、また

食品小売業や外食産業も少ないといった状況にあり、食品リサイクル法関連事項である発生抑

制の取り組み、また資源化などの食品リサイクルの取り組みについての意向等の把握ができて

いないといった状況でございますが、事業者においても事業系ごみの処理、またコスト面など

いろいろ課題もあると想定をされます。 

 今後におきましては、情報収集や情報提供などを通じて、食品ロス削減拡大が図られるよう

検討してまいりたいと考えております。 

 答弁は以上でございますが、よろしく御理解賜りますようにお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 企画調整課長 栗本純治君。 

〔企画調整課長 栗本純治君登壇〕 

○企画調整課長（栗本純治君） 私のほうからは、中村議員の今後は未利用備蓄食品の有効活用

の観点から、例えば消費期限６カ月前までにフードバンク等への寄附等を検討してはどうかと

いうお話でございました。答弁させていただきたいと思います。 

 災害時におけます生活備蓄品につきましては、防災コミュニティセンターやセミナーハウス、

防災倉庫に備蓄をしており、企画調整課生活安全係において備蓄数量とか消費期限、賞味期限

を管理しております。 

 そのうち賞味期限が参っている備蓄品につきまして、毎年更新をしているわけでございます

が、各地区小学校に提供し授業に使っていただくとともに、各地区の自主防災組織が実施する

防災訓練などの事業に、依頼に基づきまして提供し、実際体験をしていただいており、防災意

識の向上につながっているというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（丹羽豊次君） ７番 中村ひとみ君。 

〔７番 中村ひとみ君登壇〕 

○７番（中村ひとみ君） 各課長の前向きな御答弁ありがとうございます。 
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 再質問させていただきたいと思います。 

 食品ロスの削減について、新聞の記事がありましたので、ちょっと読ませていただきたいと

思います。 

 食品ロス削減のためのポイントの一つは、子供たちのもったいない精神を呼び起こすことだ。

子供がやる気になれば家庭への波及効果が期待できる。先ほど子供たちの啓発を行っていただ

いているという御答弁でありました。大変にありがたいと思います。 

 もう１カ所ですが、食品ロスに詳しい井出留美さんは、日本人は食べ物に対して新しさと安

全性を求め過ぎていると思います。食べ物によってはそうこだわらなくてもいいのではと呼び

かけています。家にあるものを食べ切り、お店では期限の迫っているものから買うこと、これ

が食品ロスを減らす一歩となりそうですという記事でありますが、私たち個人一人一人の意識

の変革も大切でありますが、本町としても町民の皆さんが取り組める、町民の皆さんが関心を

持つような具体的な数値目標を掲げていただくのも一つかなと思います。 

 もう１点が、福祉避難所のスタッフの確保についてですが、ボランティアの要請が上げられ

ておりましたが、例えば看護師や介護福祉士などの資格を持ちながら現在はその職についてい

ない潜在有資格者に登録をしていただくなど、協力体制を整えるべきではないかと思います。 

 また、難病の女性が福祉避難所に入ることができず、車中泊の末、震災関連死で亡くなると

いう悲しい出来事もございました。個別の避難支援計画はもとより、特に重度の障がい者の方

には特定された福祉避難所をあらかじめ設置し、周知するべきであると考えますが、その点に

ついてお伺いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 

○町長（中川満也君） 中村議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の食品ロスに対する数値目標ということでございますけれども、これからの課

題になろうかというふうには思いますけれども、現在においても先ほど言いましたように、生

ごみの減量とかそういった数値等があるわけでございますので、そういったものを関連する中

でやはり食品ロスにも取り組んでいける状況はあるというふうに思います。 

 食品ロスのより具体的な数字を上げることも一つの方法かと思いますけれども、現在やはり

意識づけを一生懸命やっておるというような状況の中で、こういったものも一つの今ある数値

もしっかりと利用するということも大事かというふうに思います。 

 ２点目の特定の福祉避難ということでございます。 

 やはり今回の熊本でも入れないという方が、今お話があったように、苦しんでおられるとい

うような状況の中で悲惨な状況になったということでございますけれども、現在町においては

やはり福祉避難所として２カ所を指定しておるわけでございますけれども、今後こういった運

用をもう一回今見直しをかけているところでございますし、特定避難者というか、そういった

方がどれくらい見えるかということもしっかりと把握する必要があると思います。そういった
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中で議員おっしゃいました潜在有資格者等の発掘といいますか、より多くの方々にかかわって

いただくための体制づくりということも必要になってまいると思いますので、まだまだやはり

今回の福島、そして熊本の地震を受けて見直すべき事項は結構出てきておると思いますので、

今後しっかりまた見直しをかけて対応を考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） しばらく休憩いたします。再開は13時15分といたします。 

午前11時58分 休憩  

午後１時15分 再開  

○議長（丹羽豊次君） 再開いたします。 

 引き続き一般質問を求めます。 

 ８番 安田功君。 

〔８番 安田功君登壇〕 

○８番（安田 功君） 午後の気だるい時間になりましたけど、皆さん、お疲れさまです。 

 通告に従いまして３点質問させていただきます。 

 最初に、半兵衛の里のこれからについてお尋ねをします。 

 アンテナショップ半兵衛の里は、現在、客が減り、売り上げが減り、収益が減り、なかなか

経営の悪化とともに、会員、特に生産者は今後の展開と存続について大変不安に感じています。

私もその会員の１人で、半兵衛の里に商品を納入させていただいておりますけれども、一言で

言えば、大変かわいそうな状況にあります。 

 そこで、質問を何点かさせていただきます。 

 １つは、半兵衛の里の開設当初の目的は何だったのかということであります。それから開設

の経緯はどのようであったか。10年を経た現在、それは達成されたのか。今後の役割は何か。

その運営について、町が今までより深く関与するようなことがあるのか。補助金や委託料の拠

出は今後も続けられるか。その額の増減についてはどうか。経営主体となる生産者、納入業者

等、会員に望むことや提言はあるか。施設の閉鎖や廃止は念頭にあるかどうか。これらの点に

ついて御答弁をお願いします。 

 次に第２点目、原発断固全廃すべしについてお尋ねをします。 

 住民の幸福と安全な生活を脅かす原発の全面廃止を国や電力会社に要望すべきと考えるが、

町のほうはどのように考えているかをお尋ねします。 

 垂井町の場合、私が感じますところでは、おおむね原発に対しては容認という姿勢に見えま

す。垂井町の国民保護計画によりますと、原発が爆発して放射性物質が広がった場合には、住

民に安定ヨウ素剤を配付し云々と書かれているのみであります。要するに、いざというときは

薬を飲んで逃げ回ると、こういう対策が打たれているのみであります。普通に考えれば、そう

いう危ないものはもとから絶つのが常道と考えます。 

 垂井町においては、私がこの問題を時々取り上げるたびに、議会の内部でも何かどんよりと
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した雰囲気が流れまして、中には、町村レベルでこの問題を議論するのはそぐわないというよ

うな考えの議員さんもやっぱりおられるようでありますけれども、私は、これが町村であれ、

町内会であれ、家庭であれ、要らんものは要らんとはっきりと言っておくべきだなあと感じて

おるところであります。 

 岐阜県議会において2012年５月に、当時の大飯原発の再稼働に絡んで、現状では認めない由

の意見書を県議会全会一致で可決しておりますけれども、当時、この垂井町の議会にも、同じ

ような原発の再稼働について慎重であれというような意見書が上程されたことがありましたけ

れども、その際は、私を除く全会一致で否決をしております。この点について、町長の本音は

どうなのかを、ここでお尋ねしておきます。 

 最後に、次世代自動車、特に電気自動車普及促進のため、自動車用充電器を設置すべきでは

ないかというお尋ねをいたします。 

 先ほど同僚議員の質問の中に、ＡＩ時代が来るよという質問がございましたけれども、石川

県の珠洲市では、巡回バスの運転を自動運転に切りかえて無人化する、これは、実際に客を乗

せてもうするそうでありますけれども、実証実験を来年度にも始めると発表しております。世

界の先進メーカー各社は、2020年までの実用化を目指して自動運転可能な車の開発にしのぎを

削っています。燃費競争と環境対策にとらわれ過ぎてきた我が国内メーカーは、むしろ出おく

れた感が否めません。自動車産業が今後も日本の基幹産業であり続けるために、国を挙げた普

及促進が望まれております。地方自治体も自動車の充電インフラ整備に力を入れるべきと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 海津市役所に設置されております充電設備、充電器ですけれども、これを私は利用すること

がありますけれども、御千代保稲荷へ参拝の折など、海津市役所まで足を延ばして充電器に車

をつないで市役所の前のレストランで食事をするというようなことになるわけですけれども、

他所から訪れる観光客なりが安心して訪れることができるように、垂井町でも公共施設などに

この充電設備を整えてはどうかと思います。 

 最後に、幸せの国と言われるブータンの取り組みについて、ちょっと御紹介をしたいと思い

ます。 

 ブータン王国では2020年を目途に、ＥＶ先進国になるための取り組みをしています。ブータ

ンでは、電力は100％クリーンエネルギーで供給されております。主に水力発電による電力で

あります。その電力の自国内での消費はわずか５％程度で、余剰の95％の電力をお隣のインド

へ輸出して利益を得ておりますけれども、その利益のほとんどを、逆にインドから高額なガソ

リン燃料を輸入するのに費やしている状況です。過去にはそういう状況でした。 

 2011年政府は、環境の悪化を食いとめるため、化石燃料の輸入を一切禁止しました。国を挙

げてガソリン車の廃止と電気自動車の導入に踏み切ったわけであります。これには日本国内の

日産、三菱といったＥＶメーカーが全面協力し、ブータン政府は将来、自国内の全ての車をＥ

Ｖ化すると発表しております。当面、ＥＶ車を増車して、首相専用車、警察車両、タクシーな
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ど、次々にＥＶ化していく予定だそうであります。公用車に使っていくということであります

けれども、同僚議員の質問の中に公用車についての質問がありましたけれども、軽トラも商用

車も国内で発売されておりますので、垂井町でも導入を計画されたらどうかなと思います。通

告にありませんので、この点は御答弁は要りません。 

 以上で、私の一般質問を終了します。ありがとうございました。 

○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 

○町長（中川満也君） 安田議員から３問御質問がありましたうちの、原発断固全廃すべしとい

う部分について、私のほうから答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

 この平成23年３月11日に発生しました東日本大震災、特に津波で被災した地域は状況が一変

し、福島第一原子力発電所のメルトダウン事故による放射性物質の放出というものが、多くの

周辺住民の避難が余儀なくされておりまして、影響は現在も及んでおるというところでござい

ます。 

 現在、家庭のほとんどの家電製品が電気で動いており、生活に非常に利便性をもたらしてお

るところでございます。電気による街路灯や屋外広告物がまちに安全や華やかさをもたらし、

車も電気で動くなど、電気はまさに産業の血液であると言われるように、日本社会になくては

ならないものとなっております。これまでその電気供給の一端を担ってきたのが原子力発電で

あり、安定して大量の電力が供給できるなどのメリットがある半面、今回の東日本大震災のよ

うに、一旦事故が発生すると多大な被害を与え、処分の難しい核廃棄物を排出するなどのデメ

リットもあるということでございます。また、現在、電力の多くを供給している火力発電にお

いても、燃料調整により発電量を容易に調整できるなどのメリットがある半面、大気汚染や地

球温暖化などの原因となる物質の排出といったデメリットもあるところでございます。どんな

技術にもメリットとデメリットがあり、日本の社会が電気に依存している以上、安全で安定的

に電力供給を考えるのは、やはり国の責任ではないかというふうに考えております。 

 福島の事故のときに議論されておりました新しい原発はつくらない、できるだけ早期に原発

をゼロにするという方向性を議論されておりましたという考え方につきましては、安全で、な

おかつ安定的に電力が供給できるのであれば、これはやはり一つの立派な考え方であり、こう

いった方向に向かっていくのが一つの方向ではないかなと思うところでもございます。 

 議員の通告書の中には、今発言はございませんでしたが、通告書の中には、電力は欲しいが

核のごみは要らないというのは身勝手ではないかと。だから、ごみを要らないなら原発をノー

と言うべきだという趣旨の通告がございました。こういった考え方につきましては、まさに安

全保障にかかわって沖縄県民と国の関係が非常に拮抗しておるような状況にも見えるように、

個人の思いと国の施策の中ではなかなかかみ合わない議論ではないかなというふうに思います。

しかし、国の今回の使用済み核燃料の最終処分場の説明に関して自治体が参加せいということ

につきましては、その立地を各自治体の判断に任せるような姿勢というのが感じられるところ
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でございまして、こういったものはやはり非常に理不尽ではないかなあというふうに考えてお

るところでございます。 

 いずれにしましても、今後やはり電力の需要と供給のバランスがうまく調整されまして、長

期的に安全・安定的に電力が供給できる国のエネルギー政策というものをしっかりとつくって

いただきたいと、そのことに対して我々は意見を述べていくということが必要であるというふ

うに考えておりますので、よろしく御理解賜りたいと思います。 

○議長（丹羽豊次君） 産業課長 髙橋伸行君。 

〔産業課長 髙橋伸行君登壇〕 

○産業課長（髙橋伸行君） 私のほうからは、安田議員からの１番目の御質問、半兵衛の里のこ

れからについて御答弁をさせていただきます。 

 半兵衛の里は、垂井町が設置する農林畜産物直販アンテナショップで、その経営を町内の生

産者らで組織するアンテナショップ「半兵衛の里」経営協議会に委ねているものでございます。

開設の経緯及びその目的についてでございますが、農林畜産物の良質で安定した生産供給基盤

の確立を促進し、地産地消の推進を通して、秩序ある健全な直売所経営を目指し、地域社会の

活性化を図るというものでございます。当施設の名称も、戦国の軍師、竹中半兵衛の陣屋跡近

くに設置されていることから、「半兵衛の里」とネーミングされているところでございます。 

 次に、その目的の達成度合い及び今後の役割についてのお尋ねでございますが、現在は、毎

週水曜日、木曜日、土曜日、日曜日の午前９時から12時まで営業されており、会員数は70名ほ

どで、地元でとれた新鮮野菜や切り花、加工品などの販売のほか、お彼岸セールやお盆セール、

年末セールなどの季節を生かしたイベントも開催されているところでございます。 

 平成17年にテント張りの店舗で開設されて以来、施設の充実や営業時間の延長、営業日数の

増加、店長・副店長制度の導入を図る中で、商品数や販売金額の増加に努め、販売金額も平成

23年度には開設当時の２倍を上回る額でございましたが、議員御指摘のとおり、現在ではその

金額はピーク時の約８割弱でございまして、健全な直売所経営というには疑問を感じていると

ころでございます。しかし、会員である地元農家の御尽力により、農産物の販売だけでなく、

学校給食の食材としての供給をするなど、地産地消の推進や農村の活性化、地域農業の維持な

どの活動を担い、その成果を上げていると思われます。また、生産者同士の交流や生産者と来

場者の交流という面でも効果は高いと考えております。 

 今後につきましては、当初の目的に加え、新規就農者の販売の場となることや、農産物の生

産・販売を通して高齢者、生産者の生きがい、コミュニケーションの場となることも期待して

いるところでございます。 

 次に、運営に関する町の関与、補助金、委託料の拠出、今後の補助金などの増減についてで

ございますが、協議会の運営に関する町の関与につきましては、現在も役員会に産業課職員が

参加して運用の方法を一緒に検討したり、一部の事務や会計にかかわる業務も行っているとこ

ろでございます。今後も安定した経営や地域の活性化につながる運営となるよう深くかかわっ
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てまいりたいと考えております。また、補助金、委託料の拠出については、協議会の自立を促

しつつ、必要となるものや効果が期待できるものについては助成してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、経営主体となる会員に望むことや提言、議員御心配されております廃止や閉鎖につい

てでございますが、農林畜産業に営む者が今後高齢化をする中で、地産地消の推進や農村の活

性化、地域農業の維持などのための活動は、これまで以上に重要となってまいります。一方で、

直売所として存続していくためには、一定の来客数、売上高を伸ばし、健全な直売所経営を行

う必要がございます。そのためには、今最も重要なことは、安定した商品の品ぞろえであると

協議会の中でも議論されているところでございます。仕入れ商品のあり方や会員数の増強に向

けて、協議会一丸となって努められているところでございます。 

 今後は、さらに生産者同士の交流、情報交換を通して、一人一人が経営者としての責任感と

意欲を持ち、喜びを感じながら経営に携わっていただくことを期待するものでございます。し

たがいまして、議員御心配されております半兵衛の里の廃止や閉鎖は念頭にはございません。

半兵衛の里がより一層発展し、早い時期に自立を願うものでございます。 

 以上、半兵衛の里のこれからについての答弁とさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） 総務課長 早野博文君。 

〔総務課長 早野博文君登壇〕 

○総務課長（早野博文君） 安田議員の次世代自動車普及促進のため、自動車用の充電器を設置

すべきではないかについて、提言の中に庁舎に関してのことに触れられておりますので、総務

課のほうからお答えしたいと存じます。 

 資源や環境への関心が高まりつつある中で、環境に配慮いたしました低炭素・循環型社会に

転換しようとする流れにつきましては、自然エネルギー活用の流れは今後ますます大きくなっ

ていくと考えられておりまして、議員御案内の次世代自動車の普及促進は、大気汚染対策、地

球温暖化対策の重要な取り組みの一つであると認識いたしております。ただ、次世代自動車が

環境対策として意味を持つためには、これに対応する規模の普及や、そしてまた数千台規模の

普及が必要であるとも言われておりまして、こうした規模で次世代の自動車に置きかえていく

ためには、まず第一に消費者に受け入れられる自動車の商品性を高めていくとともに、自動車

として普通に使える使い勝手が確保されることも大変重要となってまいります。 

 御提言にありますとおり、その普及促進のための充電器の設置など、インフラの整備につき

ましては大変重要な取り組みの一つであると認識をいたしております。今後、検討いたします

新庁舎の機能の中にも充電器を設置すべきではないかという御提言もいただいておりますが、

環境負荷低減に配慮した循環型社会への対応の視点からも、しっかり検討してまいりたいと思

っておりますので、何とぞ御理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） ８番 安田功君。 
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〔８番 安田功君登壇〕 

○８番（安田 功君） 半兵衛の里の今後について、今後も十分応援していくんだという御答弁

だったと思います。本当にありがたいと思います。特に、農業への新規参入者に対する配慮が

あったということは特筆すべきだと思います。我々、特にやがて定年を迎える年代にとりまし

て、ある意味農業というのもちょっと憧れでもあったりしまして、家庭菜園のもうちょっと規

模の大きいぐらいのを取り組んでみたいなという人はよく聞きます。その人たちは、作物を自

分で食べ切れないものを提供できる場があれば安心だというようなお話も聞いておりますので、

今後もしっかりと応援していただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それから原発ですけれども、原発の問題はエネルギーの問題、特に電力の問題にしてしまう

と話がもうややこしくなるんですけれども、原発はそうでなくても命の問題といいますか、や

っぱり安全の問題だと思うんですよね。最優先で取り組むべきだと思いますが、町長、もし御

所見があれば、もう一度御登壇いただきたいと思います。 

 あと、ＥＶ車の普及ですけど、その普及の規模のお話が課長のほうからございましたけれど

も、それにちょっと補足しますと、例えばＰＨＶとか、その前のハイブリッド車、ハイブリッ

ド車に関しては、もう世界で1,000万台を超える車両が販売されておりますけれども、ＥＶ車

につきましては、やっと10万台が見えてきたと。７万台、８万台ぐらいは販売はいっていると

思います。ですから、もう十分実用の範囲に入っていますし、実際に使ってみて困ることは何

もないと思うんですけれども、やっぱり消費者の不安といいますか、充電するのをどこでする

んや、どれだけ走るんや、大丈夫か、途中で電池が切れへんかとか、そういうことに応えてい

くには、やっぱりインフラをどんどん整備していかないとなあという質問でございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 

○町長（中川満也君） 安田議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思いますが、半兵衛

の里と自動車については特にということで、原発についてということになると思いますけれど

も、原発を電気と切り離して安全の部分で語れということでございますけれども、やはり原発

が導入された経緯というものが、産業の安定的ということで取り組まれておるわけでございま

すので、なかなかこれを切り離すのは非常に難しい状況かというふうに思います。また一方で、

福島の事故が、やはり津波等による電源喪失というようなことが起こっておるわけで、それに

対する対応というのが今一生懸命とられておるような状況であります。また、原子力規制委員

会、そういったもろもろの委員会等の規制等もかなりかかっておるような状況の中で、その内

容まで私も詳しく理解しておるところではございませんけれども、そういった国の方針、ある

いは施策等も見ながら進めていく必要があるのではないかというふうに思います。もちろん使

う以上、安全で安心でなければならないということは大前提であると思いますので、これらを

しっかりと認識した上で使っていく。先ほども申しましたように、あらゆるやはり技術にはメ
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リット・デメリットがあるわけでございますので、そのデメリットをいかに減らしていくかと

いうことによって我々の生活の安定につなげていくということになれば、やはりその今の安全

だけでこの原子力の問題を語るのは、やはり一つの側面だけになってしまうのではないかなと

いう気がしますので、よろしく御理解賜りたいと思います。 

○議長（丹羽豊次君） ４番 若山隆史君。 

〔４番 若山隆史君登壇〕 

○４番（若山隆史君） 通告によります質問をさせていただきます。 

 きめ細かな行政施策の展開の一環から、２点によります質問をさせていただきます。 

 まず第１点目でございますけれども、幼稚園教育の実施を満３歳児からとすることについて

という題でございます。 

 平成25年度から幼稚園・保育園を一元化して子育て支援の充実を図られていますが、その中

でも満５歳児において、幼稚園部と保育園部を合同運営して、保護者の就労状況に応じた選択

が可能になるなど、子供目線においても評価されるものであると認識をいたしております。し

かしながら、学校教育法に定めてあります幼稚園の部ですけれども、満３歳からその受け入れ

が可能でございまして、垂井町といたしましては、満５歳児の実績の積み重ね、ここ二、三年

あるわけでございますけれども、それら有意義な検証把握がなされているにもかかわらず、い

まだに４歳あるいは３歳と拡大されていくのかどうなのかという具体策の取り組みが見えてき

ておりません。 

 そこで、所管としてどのような問題・課題を抱えておられるのか、またそれらの解決のめど

は立つのでしょうか、お尋ねをしてまいりたいと思います。 

 それから第２点目でございます。 

 経済的に厳しい家庭の乳児・幼児、小・中学生の実態把握についてでございます。 

 経済的に厳しい状況の家庭の子供たちは、衣食住や家庭内教育、持ち物、塾・習い事などに

おいて相当な格差があり、そのことが、いじめや勉強放棄、孤独などにつながり、大事な人間

形成時期に大きな影響を与えていると言われております。その割合は、全国的の統計で16％余

りの子供たちが声も出せずにあえいでいます。垂井町でもその実態を把握し、温かい手を差し

伸べることにつながる具体的施策を講じるためにも、次のことについてお尋ねをしてまいりた

いと思います。４点あります。 

 経済的に厳しい家庭の乳幼児、小・中学生は、どのような状況下に置かれているのかの認識

と、実態把握の必要性についての御認識をお伺いしていきたいと思います。 

 さらに、継続的な実態把握、１回調査したから、あとはいいんだということではなしに、継

続的にどのような方法が考えられるかという点。 

 ３つ目に、年齢により健康福祉課と学校教育課とで担当所管を異にいたしますが、有効な連

携がとれる体制はいかにあるべきかということもお尋ねをしたいと思います。 

 さらに、支援の方策はどのようなことが考えられるのかというようなこともお伺いしてまい
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りたいと思います。 

 まず第一歩には、こういった実態、状態があるんだという認識の把握・共有化、こういった

ことが必要になってくる、そこからいろんな施策、政策が出てくるのではないかなというふう

に思っております。よろしくお願いをいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 教育次長 桐山浩治君。 

〔教育次長兼学校教育課長 桐山浩治君登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長（桐山浩治君） 若山議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、第１点目の幼児教育の実施を満３歳児からすることについてでございますが、保育園

における保育の内容につきましては、保育所保育指針によって定められておりますし、また幼

稚園における教育の内容につきましては、幼稚園教育要領に定められております。この２つの

内容は整合性がとれており、幼稚園教育を満３歳から実施することについて、現場で子供を指

導する保育士については混乱なくできるものと考えております。しかし、受け入れに際しまし

ては、施設面の整備等の課題もあり、今後、関係課とも十分に連携を図りながら取り組んでま

いりますので、よろしく御理解賜りたいと存じます。 

 次に、第２点目の経済的に厳しい家庭の乳児・幼児、小・中学生の実態把握についての中の

４点目の支援の方策についてでございますが、小・中学校におきましては、現在行っている支

援につきまして、経済的理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して必

要な援助を行う要保護・準要保護制度がございます。これは、学校を通じて準要保護認定の申

請書を提出していただき、校長、民生委員の意見や収入状況などを確認して判定した結果、適

当と認めるものに、学校給食費、学用品費、修学旅行などの校外活動に係る費用を町が援助す

る形で対応をとっております。今後ともこの制度の活用につきまして十分周知を図ってまいり

ますので、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（丹羽豊次君） 健康福祉課長 片岡兼男君。 

〔健康福祉課長 片岡兼男君登壇〕 

○健康福祉課長（片岡兼男君） 若山議員からの御質問につきまして、私のほうからもお答えを

させていただきます。 

 初めに、１点目の幼稚園教育の実施を満３歳児からすることについてでございます。 

 現在、当町の保育園・こども園の保育園部では、保護者の就労などにより、ゼロ歳から就学

前の保育を必要とする乳幼児を受け入れの対象としており、幼稚園とこども園の幼稚園部は、

５歳児のみを受け入れの対象としております。議員から御提案がありました満３歳児からの幼

稚園教育の実施につきましては、利用ニーズが高いと思われますので、早期の対応が必要であ

ると考えているところでございます。しかしながら、現在の幼稚園舎は５歳児のみを対象とし

てつくられており、教室数の不足や、低年齢の園児が使用するための設備が十分でないなどの

課題があることは御承知のことと存じます。 

 当町ではこのような状況を改善するために、幼稚園と保育園を一体化する幼保一元化を進め、
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幼稚園児としての３歳児受け入れができるように計画し、取り組んでいるところでございます。

保護者の就労状況にとらわれず、同じ年齢の園児は同じ環境で生活でき、就学前の教育と保育

を一体と捉え、一貫性のある教育と保育を提供できる施設整備を進めているところでございま

すので、幼稚園教育の満３歳児からの受け入れを早期に実現できますよう、さらなる幼保一元

化の推進を図りまして、全ての子供の健やかな育ちの実現に向けてより一層取り組んでまいり

ますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 続きまして、２点目の経済的に厳しい家庭の乳児・幼児、小・中学生の実態把握について、

４つほど御質問がございましたので、まとめてお答えをさせていただきます。 

 経済的に厳しい家庭や子供、いわゆる子供の貧困につきましては、生活保護世帯や要保護世

帯、準要保護児童・生徒の増加、非正規雇用労働者の増加、またひとり親世帯の増加等により、

さらに増加傾向にあると考えられます。また、貧困を原因とする学力不振、生活環境の乱れも

指摘されているところです。 

 このような中、平成26年１月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行され、各都道府

県は貧困対策計画をまとめる努力義務が課せられるなど、地方公共団体にはさまざまな施策を

講ずることが求められてきています。経済的に厳しい家庭の乳児・幼児、小・中学生の実態把

握につきましては、貧困対策に対しての施策を実施していく上では必要性を感じております。

現在、具体的に貧困対策を必要とする世帯などの数について把握はしておりませんが、民生委

員、児童委員さんによる地域での見守りや保育料などの納付相談等により、継続して経済的に

困窮している世帯の実態把握に努めてまいります。しかしながら、アンケート等によります実

態調査につきましては、貧困と判断すべき基準や調査データの有効な活用方法が示されていな

い状況によりまして、現在、県内でも全ての団体で実施されていないのが現状で、今後は県や

他市町の状況を注視し、対応を検討してまいります。 

 子供の貧困に対する支援には、学習や奨学金等の教育の支援、保護者の生活や子供の居場所

づくり等の生活の支援、保護者に対する就労の支援などが考えられ、庁内においては複数の課

がかかわることが想定されます。来庁者が複数の窓口を経由することがないよう、既に健康福

祉課と学校教育課と連携をし、窓口のワンストップ化の対応を図ってきております。今後、さ

らに担当所管の横断的な対応ができるよう努めてまいります。 

 子供の将来が、その生まれ育った環境に左右されることのないよう、また貧困が世代を超え

て連鎖することのないよう、子供に視点を置き、切れ目のない施策の実施を検討してまいりま

す。 

 以上、若山議員からの御質問についてお答えとさせていただきます。御理解賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） ４番 若山隆史君。 

〔４番 若山隆史君登壇〕 

○４番（若山隆史君） 御答弁ありがとうございました。 
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 再質問をさせていただきますけれども、幼稚園の３歳児からの関係でございますけれども、

ちょっと私、認識が間違っていたのかなという感じなんですけれども、３歳児から幼稚園部・

保育園部とやる場合において、教室がたちまちに足らなくなるというのは想定外でございまし

た。私としては、就労証明書、これが要るか要らないか、これは文科省と厚生労働省の所管の

違いでもって、保育に欠ける方、あるいは早くから社会性を身につけさせるために親としては

何とか集団生活をさせたいというような、そういうニーズの延長線上で物を言うておるんです

けれども、そこら辺、早期に対応していただくという結論的な話でございますのでいいんでご

ざいますけれども、何とか一日も早くお願いをいたしたいと思います。 

 そこら辺、教室等施設整備をしなければならないというのはどういうことなのか、もう一度

詳しく御答弁いただけたらなあというふうに思います。 

 それと、経済的に厳しい家庭の児童・生徒、乳幼児の関係でございますけれども、教育委員

会サイドにおいては就学援助制度、これを縦横無尽に採用されているということは存じており

ますけれども、私、もう一つ重要なのは、そういった物質的面ではなしに、親さんといいます

か保護者の方、家庭内教育や何かが、どうしてもエンゲル係数が高くなってきます家庭ですと、

そういった方面にも力を入れづらくなるとか、それと他の同年代の子供たちと比較して、私は

何々はできないとか、何々に行かせてもらえないとか、そういったトータルメンタル的な部分、

したがって、行政側として能動的な対応、こういったことも物質的のみならず必要になってく

るのではないかなあというふうに思っております。あわせてそういった方向も、今後ぜひ、町

長がいつも申されておりますスピード感を持って、今まさにそういった子供たちがいるという

認識のもとに、危機感を持って対応してもらいたいなというふうに思っております。よろしく

御答弁をお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 健康福祉課長 片岡兼男君。 

〔健康福祉課長 片岡兼男君登壇〕 

○健康福祉課長（片岡兼男君） ただいまの若山議員からの再質問につきまして、私のほうから

お答えをさせていただきたいと思います。 

 御質問のほうは、３歳児を受け入れることによって施設の不足がちょっと想定外であったと

いうことであったと思いますけれども、もともとの施設といいますのは、保育園と５歳児以上

の幼稚園ということでございましたので、そこに３歳児全てが入るということはやはり想定し

ていなかったというのはありますけれども、ただ、今少子化ということで、かなり入ってくる

余裕はあるかと思いますけれども、まだそこまでの全員が入れるという検証はしておりません。

それで、もしここで早まって可能としてしまいますと、今度待機児童が出てしまうということ

が出ては逆行してしまいますので、そこを十分検証して３歳児受け入れというふうに考えてい

きたいなと思っておりますので、もうしばらくお時間をいただきたいというのが私どもの考え

でございますので、よろしく御理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（丹羽豊次君） 教育次長 桐山浩治君。 

〔教育次長兼学校教育課長 桐山浩治君登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長（桐山浩治君） 若山議員の再質問にお答えをいたします。 

 第２点目の経済的に厳しい家庭の実態把握に関して、親の家庭内での教育、同年代とのその

教育に対する比較など、メンタル面での対応というふうにお聞きしました。こういったことに

関しまして、町ではスクールアドバイザーを配置し、それぞれそういった家庭環境なり、そう

いった相談等に十分に対応しながら、その子供一人一人がそういった弱い立場にならないよう

に十分対応してまいりたいと思います。スクールアドバイザーも、幼稚園、小学校、中学校に

ついて、それぞれ相談を十分に行っておりますので、そういったことで対応してまいりますの

で、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 

○町長（中川満也君） 私のほうから少し補足的に思いを述べさせていただきたいと思います。 

 まず、施設の面でありますけれども、垂井町の場合は、やはり５歳児を幼稚園という形で施

設をつくり、それ以下を保育園という形でやってまいりまして、それを３歳児まで引き下げた

ときに、そのどちらが、今、幼稚園部と保育園部と、言葉はあれですけれども分けておるよう

な状況で、これがどこかへ固まった場合に、幼稚園で全て受け入れられるかどうかという状況

ができるかどうかということが、その施設の面での心配ということにつながってくるという判

断だというふうに思っております。 

 それからメンタル面ということでございましたけれども、実質はやはりメンタル面というよ

りも、そういった本当に貧困で困っている家庭をいかに救い上げるかというか、かかわりを持

つかということにつながってくるんだと思います。そういった中でさまざまな対応ができるわ

けでありますので、やはり最初の取っかかりというのは、そういった認証するというか、そう

いったかかわりを持つということにつながってくるものと思います。そこから物質的なもので

あったり精神的なものであったりといった支援が出てくるものだというふうに思いますので、

そこら辺をこれから一生懸命やっていくというような形になると思います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（丹羽豊次君） ２番 広瀬隆博君。 

〔２番 広瀬隆博君登壇〕 

○２番（広瀬隆博君） ただいま議長の許可がありましたので、通告に従い、大きく次の２点に

ついて質問させていただきます。 

 １つ目はマイナンバー制度について、２つ目としまして、住宅開発に伴う安全対策について

です。 

 質問に先立ち、さきに同僚議員も申されましたが、先般の熊本地震、九州地方での被災に遭

われた方々へのお見舞いを申し上げます。今でも余震が続く中で不安な日々を送られている中、
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一刻も早い復旧をなされることを望みます。 

 平成25年５月、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律、

いわゆるマイナンバー法が成立いたしました。政府公報のホームページでは、マイナンバー制

度の目的の１つとして、１つ目、国民の利便性を高め、２つ目、行政を効率化し、３つ目、公

平かつ公正な社会の実現とあります。 

 昨年、平成27年10月から個人番号通知が行われ、ことし平成28年１月から運用が始まり、社

会保障、税、災害対策などの行政手続でマイナンバーが必要になります。また、申請者にはマ

イナンバーカードが交付され、それを持っていればマイナンバーカード１枚で手続が済み、ま

た持っていない場合は、12桁の通知番号のほかに本人確認用の運転免許証などが必要になると

いうことは皆さん御承知かと思われます。私もことし１月に入りましてスマートフォンでマイ

ナンバーカードの申請の手続をしましたが、やっとこの５月になりまして、顔写真つきのマイ

ナンバーカードを手に入れたところでございます。 

 さて、マイナンバーカード発行に当たり、地方公共団体情報システム機構、Ｊ－ＬＩＳとい

いますが、システムのトラブルによりカード発行が大変おくれたと聞いております。１つ目の

質問としまして、垂井町はどのような影響を受けたのかを含め、マイナンバー制度導入に向け

た問題点及び進捗状況、また今後のスケジュールをお伺いいたします。 

 次に、政府公報では、来年、平成29年１月からは、個人番号によって個人情報を照合する情

報提供ネットワークシステムの運用が開始されるとなっており、さらに自分のパソコンなどで

自分の個人情報を確認できるマイナポータルといった聞きなれない用語ですが、順次運用され

る予定とあります。「マイナンバーが始まると暮らしがこんなに便利になる！」と次のような

内容が出ております。本当に困っている方に必要な給付、適切な支援、敏速な対応、年金・医

療・介護・福祉などの行政手続の簡素化、図書館カードや印鑑登録証、健康保険証など、さま

ざまな行政サービスがカード１枚あれば受けられるようになる。コンビニなどで住民票など証

明書の取得が可能になる。また、マイナポータルですが、パソコンやスマートフォンなどから

ポータルサイトにアクセスし、予防接種のお知らせや受給できる手当の情報などを受け取るこ

とができる。将来的には引っ越しなど、電気・ガス・水道などの住所変更がパソコンでまとめ

て行えると広報には出ております。 

 マイナンバーカードを持っていれば何でもできる夢のようなシステムの構築ですが、制度の

運用が本格化していく中で、２つ目としまして、垂井町はどのような対応を行っているのか。

また、３つ目としまして、町独自の活用についてあればお伺いします。それと、４つ目ですが、

マイナンバーに便乗した詐欺への対応、町民への皆様に対するマイナンバー制度の周知をどの

ように推し進められるのか、お伺いいたします。 

 次に、情報セキュリティー強化対策についてですが、日本年金機構の個人情報流出事件で直

接的な原因となったのは、職員のコンピューターウイルスに対する危機意識の欠如であったと

いうふうに報道されておりました。今回、マイナンバー制度構築に当たり、情報セキュリティ
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ー対策事業に4,500万円の平成27年度からの繰越明許がなされております。 

 ５つ目としまして、セキュリティー対策の構築についてお伺いいたします。 

 以上、マイナンバー制度について５点をお伺いいたします。 

 次に、大きく２点目として、住宅開発に伴う安全対策についてお伺いいたします。 

 従前は開発業者が開発するに当たり、町がその指導要件として、舗装道路、側溝などの寄附

及びごみ集積所の設置を許可要件として指導確認されておりますが、入居者の購入後の安全対

策として、交差点におけるカーブミラー及び街灯の設置を許可要件として指導されることが肝

要と考えますが、町長の所見をお伺いします。 

 次に、自治会から安全・安心のまちづくりに関し、カーブミラーの設置や街灯の設置要望が

多く出されております。従前の答弁は、自治会要望が出てきて予算の範囲内で優先順位をつけ

て順次設置する旨の回答にとどまっておりますが、例えば東地区における開発業者による住宅

増に対して、住宅購入後に入居者から自治会を通しカーブミラーや街灯の設置要望が多くある

ものの、その対応が十分とはいえない実情にあります。また、他地区においても同様のことを

聞いております。 

 今年度の新設設置数量及び予算は適切かどうか。それと、町として住民生活の安全に密接に

結びつくカーブミラーや街灯の要望に対してどうお考えかをお伺いしまして、私の一般質問を

終わります。 

○議長（丹羽豊次君） 住民課長 竹中敏明君。 

〔住民課長 竹中敏明君登壇〕 

○住民課長（竹中敏明君） 広瀬議員の１つ目のマイナンバー制度について５点の質問がござい

ました。住民課が所管いたします１点目から４点目までお答えをさせていただきます。 

 最初に、１点目の垂井町の受けた影響、制度導入に向けた問題点、進捗状況及び今後のスケ

ジュールについてでございます。 

 地方公共団体情報システム機構から平成28年１月15日に、役場に25枚のマイナンバーカード

が到着し、以後、毎日のように到着し、多い日で80枚ほどのカードが到着しております。また、

該当者に通知をし、２月５日から交付をしております。５月31日現在では、マイナンバーカー

ドの交付申請数は2,081枚でございます。そのうち1,898枚が到着しており、1,194枚を交付し

ております。 

 マイナンバーカードの交付までには、カード表面や交付通知書の印刷のにじみ汚れ、また破

損印刷ミスの確認や転出・死亡の確認、また正常に読み書き可能かをシステムで確認する交付

前設定の実施と交付通知書を発送するまでの業務過程があり、加えてシステムによる交付前設

定が一気に集中し、カード管理システムの障害も発生し、停止をしてしまうトラブルもたびた

び起こっております。また、券面記載内容には問題ないものの、その内容が全くカード内に収

納されていないものもあり、その対応などにも時間を要しております。交付時におきましても、

２月下旬に交付が集中した結果、システムの障害が発生し、交付できないといった状況もござ
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いました。この場合は再来庁を依頼し、稼働可能になった時間に交付作業を行い、特定郵便で

発送する対応をしております。 

 このようなことから、地方公共団体情報システム機構では４台の中継サーバーの改修を行い、

現在はシステム障害を起こすことなく交付業務ができております。しかし、現在でも交付、転

入・転出に関する情報更新が過度になると、若干システムの動きが遅くなることもあり、カー

ドの交付に係る業務全般には注意が必要となっております。 

 今後のスケジュールでございますが、カードの交付については、地方公共団体情報システム

機構からカードが到着後、随時規定の処理を行い、交付通知書を送付し、窓口でのカード交付

をしてまいります。 

 また、番号法については、平成29年１月から国の行政機関との間における個人番号を利用し

た情報連携、同年７月からは、全国の地方公共団体間において、同じく情報連絡が開始される

ことになります。 

 次に、２点目の垂井町はどのような対応を行っているのか、また３点目の独自の活用につい

てでございますが、垂井町の対応や独自の活用は、コンビニエンスストアでの住民票等の諸証

明発行が想定されますが、これは垂井町だけでなく、全国的なカード交付枚数や需要、またコ

ンビニ交付用機器や連携機器構築費、地方公共団体システム機構への負担金などを考慮しなが

ら進める必要がございます。 

 次に、４点目のマイナンバーに便乗した詐欺への対応、情報の漏えいの心配を含めた住民へ

の周知についてでございます。 

 社会保障・税番号制度が施行された昨年10月からことしの４月にかけて、制度の概要、通知

カードを受け取ったらどうするのか、マイナンバーカードの交付申請についてという内容で、

出前講座を要請により11回開催しております。その中で、制度に便乗した詐欺内容や、行政か

ら電話で番号を教えてほしいということは絶対にないということ、もし不審だと感じたら、ど

う行動したらよいかという点にも触れております。 

 今後も引き続き出前講座、また広報やホームページでも便乗詐欺についての注意点などを掲

載し、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 

 答弁は以上でございますが、よろしく御審議賜りますようお願いをいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 総務課長 早野博文君。 

〔総務課長 早野博文君登壇〕 

○総務課長（早野博文君） 広瀬議員の５点目になりますマイナンバー制度におけます情報セキ

ュリティー対策の構築につきましてお答えをしたいと思います。 

 冒頭、情報セキュリティー事情につきまして少し触れたいと思いますが、昨今、サイバー攻

撃が急速に複雑化・巧妙化する中で、情報セキュリティーの強化は喫緊の課題でございます。

１市町村の情報漏えい事故がマイナンバー制度全体に与える社会的影響は甚大でございまして、

マイナンバー制度そのものの信頼を大きく失墜することとなります。これらの事態に鑑み、国
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が求めております情報セキュリティーの水準でございますが、新たな情報セキュリティー対策

の抜本的な強化対策を全国の市町村による情報連携が始まる日までに必ず実施をいたし、必要

なセキュリティー水準の確保に努めるよう要請がなされたところでございます。これを受けま

して、垂井町におきましても、冒頭、議員からも少し触れていただいておりますが、繰越明許

によります28年度事業といたしまして、全庁内におけます情報ネットワークセキュリティーの

抜本的強化に備え、既存の情報ネットワークを再構築いたし、万全の情報漏えい対策を実施す

ることといたしております。 

 そこで、対策の具体的な内容でございますが、１つには個人番号利用事務系端末が稼働いた

しますネットワークは、原則といたしまして他のネットワークとの通信を分離いたしまして、

あわせて各端末の情報の持ち出し不可設定を施し、個人情報の流出を防止いたしてまいりたい

と思っております。また、利用事務系端末の利用につきましては、ＩＤ及びパスワード入力に

加えまして、指紋認証や、あるいは顔認証という生体認証をあわせて導入をいたし、端末利用

権限を厳密に管理・制限したいと、そのように考えております。 

 加えまして、国及び市町村からのメールにつきましても、職員が一般事務で利用いたします

パソコンにつきましては、現在、ＬＧＷＡＮ、いわゆる総合行政ネットワークといわれるもの

でございますが、行政専用のネットワークにつながる環境上で仕事をいたしております。した

がいまして、このＬＧＷＡＮは、個人番号を利用した情報連携においても利用いたす情報ネッ

トワークでございまして、非常に高いセキュリティーレベルの確保が必須であることからも、

メール等の受信に当たりましては、メールの本文、あるいは添付文書等、完全に無害化処理し

た上で通信を許可する機能を実装させるべく強化を図ってまいりたいと、そのように考えてお

ります。 

 以上のことから、これらの強化対策によりまして、庁内情報ネットワークのさらなる高いセ

キュリティー水準が実現され、来る29年７月からいよいよ始まります全国の市町村間の個人情

報連携に備える計画でございますので、何とぞ御理解いただきますようよろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（丹羽豊次君） 建設課長 山口哲司君。 

〔建設課長 山口哲司君登壇〕 

○建設課長（山口哲司君） 広瀬議員の２点目の質問で、住宅開発に伴う安全対策についての中

で、開発に伴う交通安全対策として、カーブミラーや街灯の設置を開発許可要件に入れられな

いかにつきまして答弁をさせていただきます。 

 開発行為につきましては、都市計画法に基づき県知事の許可を受けなければなりません。対

象となる事業は、市街化区域におきましては面積1,000平米以上、市街化調整区域につきまし

ては、その全てが対象であります。開発許可申請は、町を経由し県知事へ進達をいたしますの

で、開発事業者は、事前に各種法令等の基準に合致しているかどうか、公共施設の配置が適正

かどうか等の協議を県及び町と行うことになります。 
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 議員御質問のカーブミラーや街灯の設置を開発許可要件に入れられないかということでござ

いますが、許可権者は県知事であります。また、許可に係ります技術的基準は、岐阜県宅地開

発指導要領に定めておりますので、新たに許可要件に入れることは、県の要領改正が必要であ

り、現状では困難な状況でございます。しかしながら当町では、開発面積3,000平米以上の開

発事業につきましては、垂井町宅地開発指導要綱に基づきまして、開発事業者に対し指導を行

っております。よって、カーブミラーや街灯の設置につきましても、当要綱の基準に基づきま

して、交通安全や防犯上必要と思われる箇所に設置するよう指導をしております。 

 また、開発面積が3,000平米を下回る開発事業につきましても、当要綱に準じて開発事業者

に対し助言をいたしておりますので、よろしく御理解を賜りますようお願いをいたします。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） 企画調整課長 栗本純治君。 

〔企画調整課長 栗本純治君登壇〕 

○企画調整課長（栗本純治君） 私のほうからは、広瀬議員の御質問に答弁をさせていただきま

す。 

 初めに、町として住民生活の安全に密接に結びつくカーブミラーや街灯の要望に対してどう

考えているのかという御質問でございますが、カーブミラーの本来の役割は、見通しの悪いカ

ーブや交差点など、交通事故発生の可能性が高い場所に設置し、通行人やドライバーの死角を

間接的に補う役割のものでございます。また、街灯の本来の役割は、街路の背景全体が見通せ、

安全に通行ができ、前方から来る人が視認できることであり、カーブミラーと街灯が地域の安

全・安心に寄与していることは十分認識しております。ただし、カーブミラーや街灯が設置し

てあれば安全・安心であるということではなく、カーブミラーにおいては、最終的には自分の

目で安全を確保することが必要であり、また街路灯においても、自分の目で周囲に気を配るこ

とが必要で、あくまでも補足的なものとして捉えることが重要であると考えております。 

 今後もこれまでどおり、自治会要望を中心とした要望に対して、必要と認められる箇所につ

きましては、予算の範囲内において優先順位をつけて設置をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 次に、今年度の新設設置数量及び予算は適切かという御質問でございます。 

 カーブミラーや街灯を設置した場合、新設する費用とあわせて、その後の修繕等の維持管理

費、街灯については電気料と、さまざまな費用が必要となってきています。そのため、町がさ

まざまな施策を展開していく中で、当然予算的な制約は伴ってまいります。今後も地域のニー

ズにできるだけ応えられるよう、限られた予算の範囲内において、通学路や危険箇所等、必要

な箇所については設置をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。何とぞ御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） ２番 広瀬隆博君。 

〔２番 広瀬隆博君登壇〕 
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○２番（広瀬隆博君） 御丁寧な御答弁ありがとうございました。 

 マイナンバーについてですが、ことしに入ってから交付が1,194枚ということで、まだまだ

少ない状況かとは思っています。マイナンバーは御承知のように、赤ちゃんからもう棺おけに

突っ込むまでの方がお持ちになるものでございます。ちょっと言い過ぎましたが。マイナンバ

ーは、政府が4,700億円、大変な巨額をかけてやられるものでございます。また、時間を費や

していくものです。垂井町もサービス向上にこのお金を有効に使っていただきたいものでござ

います。 

 いずれにいたしましても、この制度は国がまだまだこれからどのように使うかというような

ことをこれから決めてく中で、担当課としては大変なことかと思われますが、制度に乗りおく

れないようにしていただきたいと思います。 

 先ほど情報セキュリティー強化対策について申しましたが、これも4,500万円といったお金

がかかっておりますが、この中で国の補助金は725万円しかございませんで、あとは垂井町の

一般財源が3,750万円も使われるということでございます。本当に大変なお金を使ってのセキ

ュリティー対策ということでございますので、何分よろしくお願いいたします。 

 国民の利便性を高めるため、また効率のよい行政、そして、公平かつ公正な社会の実現をさ

せるために、本当に有効に使っていただきたいんですけれども、町長の御所見をお願いいたし

ます。 

 次に、もう１つの町としての住民生活に安全に密着したカーブミラーのことでございますが、

予算の範囲内でということで、予算の範囲内、どのぐらいのものが今年度できるかということ

でございますが、それをお聞きしたんですけど、私のほうからいいますと、カーブミラーが新

設で10カ所、あと共架が10カ所で150万円ほどのカーブミラー、それと新設の街灯ですけれど

も、70万円ほどの予算がついております。これだけでいいのかなと思いまして、私の手元に持

っております東地区の自治会要望の中には、たくさんのカーブミラーと電灯の要望事項がござ

いまして、その中に、何とか順番にやりますとかいろいろと回答が出ておりまして、これは設

置しましたとか出ておりますが、それが東地区のカーブミラーだけでも十三、四あるんですね。

街灯もたくさんあるんですけれども、垂井町全体にしたらたくさんあるかと思われます。その

ところで、今の予算150万円と70万円が含まれておるわけなんですけれども、東地区としまし

ては、特に皆さん御承知かと思いますが、不破中から東、それと東公民館のあたり、どんどん

四、五年前から家が建って、ことしもどんどん建っております。そういうようなことで、どん

どんまちの状況も変わってきております。そんな中でこのような予算で大丈夫かなということ

も含めまして、その何を基準にその予算が講じられているのかということですね、また補正予

算はぜひスピーディーにやってもらいたいんですけれども、よろしくお願いいたします。 

 以上ですが、町長の前向きな答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 
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○町長（中川満也君） 広瀬議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思いますが、前向き

という部分が、何を前向きなのかちょっとよくわからないところがあるんですけど、情報セキ

ュリティーに関して、今議員のお話にもありましたように、確かにこれは国が進める事業にあ

って、その費用の大半を各自治体が持たなければならないというこの制度運用というのは、や

はりどうかしているんじゃないかなあというというふうに思うところであります。パソコンが、

本当に住民基本台帳系、それからインターネット系と２つ構えることになりまして、事務にお

いてもやはり煩雑性が増しておるような状況で、完全に住基系の中には外からのインターネッ

トが入ってこられない状況を構築しなければならないと。これは、どこか１つの町、村が侵し

ますと、これは全部に広がってしまう。ですから、確実な絶対的なものをつくらなければいけ

ないというときに、その財源を一方で自前で賄いなさいよというのは、ちょっとやっぱりどこ

かで何か憤りを感じるところでもありますけれども、でも、しかしこれは、やはり国全体が進

める事業の中で住民全体がうまく使っていけば利便性が上がるということで、しっかりと対応

していかなければいけないというふうに思います。 

 これに先立って住民基本カードというのがありました。ですが、これはやはりカードの内容

というのがほかのものとうまくリンクしていかないような状況の中で、なかなか発行枚数が伸

びなかったんですけれども、今度のマイナンバーにつきましては、いろんな制度等がこれから

整えられていきますので、恐らくこれからどんどん発行数も伸びていくと思いますし、また使

うことによってさらに利便性が上がって相乗効果が出てくるんではないかなあというふうに思

っております。これの運用についてはしっかりとやっていかなければなりませんし、情報の管

理ということをしっかりと責任を持ってやっていかなければならないという思いでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それからカーブミラー、街路灯につきましては、住宅開発が多いので事前にということがあ

るんですが、基本的には住宅開発がされた後に家が建ってまいります。ですから、住宅開発の

時点でカーブミラーあるいは街路灯をつけておって、そこに今度家が建ったときに、邪魔にな

るからどけろという話も逆にいえば出てくるわけであります。ですから、やはりこれは住宅が

建った状況の中で、どういう安全対策を講じるかということが論議されることになりますので、

やはり地域の方々の要望の中でやってくことになります。ということは、逆にいえば、全てを

つけていけばそれはもう際限なくつけていかなければならないということかと思います。垂井

町におきましては、議員も御存じかと思いますけれども、隣の稲葉なんかに比べますと、はる

かにカーブミラーとか街路灯が多くついているような状況かというふうに思っております。こ

れも、じゃあ全て要望どおりつけていったらどうなるかというと、これはとんでもないことに

なるわけでございますので、やはりその状況に応じて、今答弁の中にもあったと思いますけれ

ども、やはりカーブミラーは補助的なものです。最終的に、やはり自分の運転あるいは歩行の

身を守るのは、自分の目で、自分の体でしっかり守るということになりますので、それを補助

する道具のためにそれをメーンにしてはやはりいけないと思います。そういった安全意識をし
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っかりつくっていくということも大事なことだと思いますので、そういった部分も含めて、あ

る部分、予算の限りの中で対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（丹羽豊次君） しばらく休憩いたします。再開は14時50分といたします。 

午後２時37分 休憩  

午後２時51分 再開  

○議長（丹羽豊次君） 再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。 

 ６番 江上聖司君。 

〔６番 江上聖司君登壇〕 

○６番（江上聖司君） 議長のお許しを得ましたので、通告に従い一般質問をいたします。 

 ４月14日以降、断続的に発生している熊本県、大分県を中心とした九州地方の地震において

は甚大な被害が出ており、被災された皆様の御心労、御心痛ははかり知れません。一日でも早

く日常生活がもとの状態に戻ることを心からお祈り申し上げます。私も微力ながらできること

は何かを考え、活動してまいりたいと思います。 

 小さなことでも一人一人が何ができるかを考え、行動に移すことが求められていると感じて

おります。専門家であっても、いつどこで大規模災害が起こるかは予測が難しいと聞きます。

そこで、有事のときに公的支援が到達するまでの適切な判断が重要になってまいります。被害

の拡大を防ぐことができるかどうかにより、その後の復興にも大きな影響が出てくるといえま

す。そこで、第１点目は防災士についてお尋ねをいたします。 

 防災士とは、社会のさまざまな場で減災と社会の防災力向上のために十分な意識・知識・技

能を有する者として、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認定した人たちであります。予測不可能な

被害に遭ったとき、正しい知識と適切な判断を兼ね備えた人が身近にいることは、とても心強

いことであります。2003年から今までに、日本全国に10万人を超す防災士が誕生し、防災や減

災活動のリーダーとして活動しているとのことであります。2016年の４月のコンビニの店舗数

は約５万3,000店でありますから、その倍近くの防災士の方々が全国に見えることになります。

そこで、専門的な知識を持った方々で意見交換し、防災について啓発し合えるネットワークが

あれば、より知識を深めることができ、有事のときの実践力につながるのではないかと思いま

す。実際に防災士の方からも、ネットワークがあればという御相談をいただいているところで

あります。また、災害時に円滑にボランティアを受け入れる体制を確立するためにも、横のつ

ながり、そして専門知識を持った方々の交流が大切であります。何かそのような防災士の方々

のネットワークづくりに町としてできることはないか、お尋ねをいたします。 

 次に、防災士になるには研修など費用がかかります。以前、町として補助金を出しておりま

したけれども、防災の必要性を実感している今こそ補助金が必要ではないでしょうか。その点

についてお尋ねをいたします。 
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 第２点目は、クリーンセンターを今後どうするのかをお尋ねしいたします。 

 平成28年３月総務省では、一般廃棄物処理施設の効果的・効率的な整備維持管理の推進を図

る観点から、ごみ処理の現状、動向、ごみ処理の広域化、集約化の取り組み状況、処理施設の

維持管理の実施状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告するこ

ととし、公表しております。私はこの資料に目を通しました。この分厚い資料がそうでありま

すけれども。そして、この問題は、町民の皆様の理解を得ながら一緒に考えていく問題である

と感じました。 

 最近は少し顔を覚えていただけたのか、時々声をかけてもらえるようになりました。そんな

中で聞かれますことは、「クリーンセンター、古いけど大丈夫ですか」とか、仕事においてご

みを排出される事業者の方々は、「壊れて遠くまでごみを捨てに行くとなると状況が大きく変

わる」という心配の声です。一般廃棄物というと家庭ごみがすぐに浮かびますが、事業の一環

として出るごみの一部も含まれます。そのことを考えると、確かに心配な一面があります。シ

ンプルに考えると、古くなったのだから新しいものを建設すればいいということになるのでし

ょうが、社会を取り巻く環境の目まぐるしい変化、特に人口減少による産業構造の変化につい

てを視野に入れる必要があります。 

 一般廃棄物の発生量は、人口減少やリサイクル法に基づく再生利用や廃棄物の抑制などの取

り組みで、いずれ減少することが見込まれます。この資料の中ではストックマネジメント手法

の導入状況についても示しております。ストックマネジメントとは、既存の建築物を有効に活

用し、長寿命化を図る体系的な手法のことですが、この資料によりますと、ごみ焼却施設の耐

用年数は、一般的には20年程度とされてきたが、日常的・定期的に適切に維持管理しながら比

較的耐用年数の短い重要機器・設備を更新する大規模工事を実施することにより、10年から15

年の延命が図られると記されております。本町のクリーンセンターも平成９年に竣工し、現在

19年を経過しておりますが、このストックマネジメントの導入により、10年から15年の延命が

図られる可能性はあります。しかしながら、日常生活だけでなく、事業活動にも直結するおそ

れのあるクリーンセンターのその後の方向性については、真摯に向き合う必要があります。 

 平成27年９月の一般質問において同僚議員も質問しましたが、これに対し中川町長は、町単

独の新たな建設となると、その財政面で、国からの支援である循環型社会形成推進交付金の要

件が、人口５万人以上、また面積要件で、ごみ処理面積が400平方キロメートルというのがあ

り、いずれも垂井町は対象外である。自主財源となると財政的に大きな影響が出る。また、広

域処理については相手方との協議が必要であり、設備規模や処理能力の余力などにも左右され、

かなり困難な状況であるとの答弁でありました。どちらにしても困難な道のりであるわけであ

ります。 

 現在のクリーンセンターを10年から15年延命できるとしたら、その余力のあるうちに方向性

を示す必要があるのではないでしょうか。短い時間で解決できる問題でないことは誰もが承知

をしております。だからこそ先送りせず、今からしっかりとテーブルに乗せて考えるべき課題
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であると私は思いますが、その点についてどうでしょうか、お尋ねします。 

 大きく２点お尋ねし、私の一般質問といたします。 

○議長（丹羽豊次君） 企画調整課長 栗本純治君。 

〔企画調整課長 栗本純治君登壇〕 

○企画調整課長（栗本純治君） 私のほうからは、江上議員の防災士に関する２点の御質問につ

いて答弁をさせていただきます。 

 初めに、防災士の方々のネットワークづくりに町としてできることはないかという御質問で

ございます。 

 本年４月に発生いたしました熊本地震は、地震発生確率が低いと思われていた断層が原因の

地震であり、近くに断層を抱える本町においても人ごとではなく、本町におきましても、微力

ながら被災地に必要な物資を送付するなどの支援を行ってまいりましたが、いつ何どき逆の立

場になってもおかしくない状況下にあります。 

 大震災が発生した場合、被害の大小にかかわらず町全域が被災地となり、職員も被災者とな

って、職員の数も限られている中で、今まさに起こっている被害に対処するためには行政から

の指示による支援では間に合わず、地域住民による自発的な対処が必要になってきます。新潟

県の中越沖地震を経験した柏崎市においても、大地震発生時、すぐに地域住民による対処が始

まっており、行政では自衛隊の派遣要請や情報収集など、全体的な対応から始まっているのを

見ても明らかであります。 

 防災士は、社会のさまざまな場で減災と社会の防災力の向上が期待されているとともに、自

主防災組織活性化や地震発生後の対応の中心的な役割を担うということで、自助・共助の取り

組みの地域のリーダーとして期待され、地域防災力の向上を担う人材となります。そのため、

防災士の方々が自主防災組織のリーダーとなり、地域によるネットワークづくり等をサポート

し、防災・減災に取り組んでいただきたいと考えております。 

 ２つ目の防災士による費用に、以前、町として補助金を出していましたが、防災士の必要を

感じている今こそ補助金が必要ではないですかという御質問でございます。 

 防災士資格取得には、防災士研修講座受講料や資格取得試験受験料、資格認証登録料など約

６万円がかかります。今まで町単独で防災士の資格取得のための補助金は出しておりませんが、

県において実施しております「清流の国ぎふ防災リーダー育成講座」がＮＰＯ日本防災士機構

の防災士養成研修事業の認証を受けた講座であり、本講座の受講生は研修レポートを提出する

ことにより、機構が実施する防災士資格取得試験の受験資格を得ることができるため、防災士

教本代や受験料、登録料など１万1,000円で済み、県内で試験が受けられる制度となっており

ます。本年度も「清流の国ぎふ防災リーダー育成講座」が８月と11月に予定されておりますの

で、ホームページなどの媒体を活用し、防災士資格取得に興味がある住民を中心に周知をして

まいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。何とぞ御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（丹羽豊次君） 住民課長 竹中敏明君。 

〔住民課長 竹中敏明君登壇〕 

○住民課長（竹中敏明君） 江上議員の２点目のクリーンセンターの今後について問うについて、

現在のクリーンセンターを10年から15年延命できるとしたら、その余力のあるうちに方向性を

示す必要があるのではないかとの御質問がございました。お答えをさせていただきます。 

 議員からも説明をいただいておりますが、環境省が平成22年３月に取りまとめた「廃棄物処

理施設長寿命化計画作成の手引き」では、ごみ焼却施設の耐用年数は、これまでは一般的に20

年程度とされていたところ、日常的・定期的に適切に維持管理しながら、また比較的耐用年数

の短い重要機器や設備を更新する大規模改修工事を実施することにより、10年から15年程度の

延命が図られるとしております。 

 当町のクリーンセンターは平成９年３月に竣工し、現在19年を経過しております。ストーカ

式焼却炉２基で、１日８時間労働によるごみ焼却能力は40トンでございます。平成27年度の焼

却量実績は、１日当たり約28トンでございました。焼却量は適量であり、焼却能力の性能水準

が保たれている状態でございます。プラントメーカーからも、良好な状態で維持管理がなされ

ている、今後も現状のメンテナンス方式を維持しながら効果的に設備の更新並びに補修を行う

ことで、10年から15年程度は今後さらに供用することが可能であると提案を受けており、クリ

ーンセンターにおきましても、日常の適正な運転管理と毎年の定期点検整備や基幹的設備の補

修等、適時の延命化対策を実施し、施設の長寿命化を図るために努めております。 

 平成27年９月議会の一般質問でもお答えをさせていただいておりますが、いずれ老朽化、経

年劣化の進行により稼働しなくなるときが必ず訪れます。今後、どのようにしていくのか、現

在のように単独での処理とするのか、それとも可能であれば広域での処理も視野に入れた選択

への検討も必要になっていると考えております。 

 いずれの方向についてもたやすいものではなく、特に広域化については、受け入れ側の意向

いかんによるものであり、受け入れ先の選択と加入が可能であるのか、またタイミングや加入

した場合に生じる対応等、事前の十分な調査や慎重な対応が重要となります。当面は、既存施

設の長寿命化を図るために、延命化対策に取り組むとともに、議員御指摘のとおり、クリーン

センターの余力のあるうちに、あわせて事前調査等を進め、慎重に方向性を導き出すべきと考

えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（丹羽豊次君） ６番 江上聖司君。 

〔６番 江上聖司君登壇〕 

○６番（江上聖司君） 再質問をいたします。 

 まず、防災士のネットワークづくりでございますけれども、例えばお隣の神戸町でしたか、

人数はそんなに多くなかったと思うんですけれども、そういった防災士同士でネットワークを

つくっておられます。垂井町は役場のほうに聞きましたら、こちらでは誰が防災士なのかとい

うことはしっかり把握していないということを以前に聞いた記憶があるんですけれども、例え
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ば広報「たるい」とか、そういったことを使って防災士の方に呼びかけをするとかというのも

一つの方法なんじゃないかなというふうに思いますので、その辺は前向きに検討していただき

たいと思います。これは再質問ではございませんので、答弁は結構です。 

 それからクリーンセンター。この質問ですけれども、私で記憶があるのが２回目、ほかにも

先輩議員、あるいは同僚議員がこの同じ質問を何回となくしていると思うんですけれども、そ

れぐらい非常に大変な問題であります。ただいまの答弁で10年から15年、専門家の意見を交え

ながら延命をしているという答えでありましたけれども、いずれは必ず使えなくなってしまい

ます。どちらにしても先ほど申し上げましたように、困難な問題課題であるわけですけれども、

何も町長、１人でこれを何とかしてくださいということを言っているわけではなくて、この問

題は我々議員、それから町民の皆さんも交えて果敢に挑んでいくような非常に難しい課題であ

るというふうには思います。そういったときに、町長みずからリーダーシップといいますか、

先頭を切って、これをいつまでも先延ばしにするのではなく、方向性を決めてこういうふうに

やっていこうよといったことを言っていただきたいというふうに思うわけでございますけれど

も、そのあたりの見解をお聞かせいただきまして、私の再質問といたします。 

○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 

○町長（中川満也君） 江上議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 クリーンセンターのことについてでありますけれども、まさに昨年の９月に質問に対してお

答えをさせていただく状況の中で、まだ１年もたっていない状況で、やはりこれは今まさに担

当課が申しましたように調査を一生懸命しておるような状況であります。当然に単独でいく場

合の条件というのは、先ほど答弁の中にもあったように、国の補助がつく規模というのが決ま

っておりまして、単独でやっていく場合には、恐らく自己財源しか頼らざるを得ないというよ

うな状況になるということが想定される。一方で、広域になれば、現在この近辺で３カ所動い

ておるわけでありますので、これらとどこでつくるかという話になるわけでありますけれども、

その方向性を示せということは、逆に相手を決めるということになりますので、それを今ここ

で言う話ではないというふうに思います。そのための今調査を一生懸命しておるわけで、どこ

がどういう状況で稼働しておる、垂井町の状況とどう合致していくのか、あるいはやっていけ

るのか、あるいは先方との協議とか、そういうことも今進めておる状況ですので、リーダーシ

ップというふうに申されますけれども、まさにそれはその状況に応じて発揮していくものであ

りまして、いきなり上段から構えてこうしますといったときに相手を全く無視するということ

はできませんので、この問題に関しましては。ですから、そういったことを踏まえて今調査を

一生懸命しておるところでございますので、適宜またそういった状況においてお話をさせてい

ただくことになるというふうに思います。まだ今は事前調査の段階であるというふうに御理解

をいただき……。 

〔発言する者あり〕 
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 まだ今はそれをお示しできる時期ではありません。 

○議長（丹羽豊次君） ５番 山田利夫君。 

〔５番 山田利夫君登壇〕 

○５番（山田利夫君） このたびの熊本地震により亡くなられた方々と御遺族に対し深く哀悼の

意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。どうか一日も早い

復興を祈るものでございます。 

 それでは、通告に従い質問をさせていただきます。 

 ２点ございまして、１点は健康増進機「ヘルストロン」の設置継続等について。もう１点は、

財政健全化条例の制定と将来に向けた長期財政計画の作成と向上についてでございます。 

 初めに、第１点目の健康増進機「ヘルストロン」の設置継続等についてであります。 

 垂井町社会福祉協議会が昭和63年から、健康増進機として電磁界機器「ヘルストロン」の導

入をされました。「へルストロン」とは、日本で一番最初に医療用具として当時の厚生省に承

認された電位治療器でございます。頭痛、肩凝り、慢性便秘、不眠症という４つの症状を和ら

げる効果・効能があり、人体が病に陥ろうとする状況を健康な状態に引き戻し、人間本来の恒

常性を高めることにより健康体を取り戻すという装置でございます。１セットの価格が167万

円で、垂井町福祉会館、垂井町老人福祉センター、さらに宮代、合原、府中、岩手、東公民館

に随時設置されました。平成８年までには全地区に常設がされたところでございます。 

 利用状況を見てみますと、平成20年から23年ごろでは年間約9,000人の方々が利用されてお

られました。特に、表佐にあります老人福祉センターは、年間平均して4,000人から4,500人が

利用されておりました。しかしながら、この機器は２年ごとの保守点検が必要で、１台6,840

円の費用が必要とされます。耐用年数も過ぎており、9,000ボルトの高電圧機器に対する感電

事故のおそれも想定されます。また、点検保守料のほか、椅子カバー、タオルの洗濯とか交換

などのメンテナンス経費が増しています。設置場所では、地区公民館では地区の活動拠点とし

て手狭になっているなど撤去の要請もあり、岩手、宮代公民館は全台撤去、府中・栗原地区セ

ンター（まちづくりセンター）は一部撤去されました。福祉会館は玄関ロビーで不便を来して

いるという状況でございます。 

 表佐の老人福祉センターには４月１日付で、利用者に対して社会福祉協議会からの張り紙が

されました。張り紙を読んでみますと、このヘルストロンは２年ごとの点検を行っているが、

耐用年数が過ぎており、メーカーから通知を受けている。一方、社会福祉協議会が進める地域

福祉活動としての今日的ニーズは乏しく、新しい機器への買いかえを含む事業移管も困難です。

この際、やむなくヘルストロン事業を廃止します。廃止時期は、ことし８月以降を予定してい

ますと記述され、張り紙が出ております。また、昨年12月に開催されました社会福祉協議会の

評議員会では、福祉活動事業の一環として実施してきたヘルストロン設置事業は、導入後25年

が経過し、劣化による事故が懸念される中で、平成28年12月末をもって完全撤去するとされ、

老人福祉センターについては、ヘルストロンにかわる福祉機器が設置できないか、関係先と相
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談すると報告をされております。このような状況でありますが、利用者からは、何とか継続を

とか、かわるべき機器の導入をと、とても強い要望がございます。 

 そこで、お尋ねをいたします。４点ほどございます。 

 機器の耐用年数や費用、設置場所の問題、撤去等について、社会福祉協議会から垂井町に対

して御相談はございましたか。あればその内容をお聞かせください。 

 ２つ目、社会福祉協議会が代行して実施していただいた健康増進機「ヘルストロン」を撤去

する地域福祉事業対策について、行政としての見解をお聞かせください。 

 ３点目、平成27年度の出納整理期間も終了し、決算額がほぼ確定したと思いますが、平成27

年度国民健康保険特別会計の実質収支額をお聞かせください。 

 ４点目、昨年12月定例町議会で一般質問させていただきましたが、この健康増進機の設置事

業は、まさしく国保事業がなすべき事業だと思いますが、いかがでしょうか。御見解をお願い

します。 

 以上、４点についてお願いします。 

 大きい２つ目でございます。 

 財政健全化条例の制定と将来に向けた長期財政計画の作成と公表についてでございます。 

 昨年６月です、第３回定例町議会の第１日目において、町長さんは４期目に当たる町政を担

当されるに向けて所信を述べられました。その中で、町長初就任の平成15年のことに触れられ、

町村合併が破綻に向かうとき、住民意向調査の結果、単独町政にかじを切りかえ、町民ととも

にまちづくり基本条例を制定し、協働のまちづくりを推進してこられました。この中で、町長

の思いとして、これまで町民の声をよく聞き、思いを大事に受けとめることを信条として進め

てきたが、３期12年の間に、ややもすると行政側の目線だけで町政を見てしまうことがあった

のではないかと我が身を振り返り、初心に返って町民と同じ目線での公平・公正な行政運営に

努めていくとの意思を述べられました。まさしくその気持ちをお忘れになってはだめだと思い

ます。とても大切なことだと思います。 

 いまや超高齢化社会に突入しており、そして避けては通れない少子化問題と大変複雑化や多

様化する住民ニーズに対応するため、町長が目指すまちづくりの施策には難題が山積していま

す。垂井町には、いろいろな分野やセクションにおいて、上位法の規定を受けるもの、また町

単独にてなど、将来を見据えた行政運営を進めていくための基本計画や基本構想が策定されて

います。例えば、子ども・子育て支援事業計画、いきがい長寿やすらぎプラン21、障害福祉計

画、地域福祉活動計画、第２次男女共同参画プラン、都市計画マスタープラン、教育ビジョン、

地域防災計画、国民保護計画など一部を申し上げましたが、まだまだたくさんの構想や計画が

垂井町にはございます。 

 また、町長初就任後に取り組まれたが、当時の諸般の事情により一時保留となっている朝倉

地内のドーム整備計画、道の駅構想計画、さらには先輩・同僚議員から質問されており、前任

者から引き継ぎで維持管理等を手がけられている１億数千万円が投資された朝倉温泉事業も積
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み残し事業であるが、忘れてはなりません。そして、特に喫緊での重要な施策として、今年度

の予算にも計上されている新庁舎建設、公共施設等総合管理計画策定、第６次総合計画策定と

府中離山の工場誘致等急施を要する事業等がたくさんございます。 

 垂井町には昭和41年に策定した第１次総合計画、その後、昭和56年の第２次総、昭和63年の

第３次総、平成10年の第４次総、そして平成20年に策定された第５次総合計画があり、平成29

年度を目標年度とした基本構想・計画、そして、３年ごとに見直していく実施計画がございま

す。地方自治体が行政運営を進めていく上で、総合計画は最上位の計画であり、そのまちのあ

らゆる施策や計画の基礎になるべきものです。 

 そこでお尋ねします。基本構想、基本計画の策定では、目標数値を示す必要があり、どれを

見ても将来に向けての数値は、目標年度、目標達成率などで記述されています。しかし、これ

らを受けた金額的数値は、垂井町総合計画の３カ年実施計画だけに記述されています。将来に

向けては、社会情勢や経済情勢等により算定しがたいと思われますが、住民にとってはこれか

ら先、垂井町には一体幾らのお金が必要なんだろうと思うのは誰しもではないでしょうか。や

はり長期財政計画を作成すべきと思います。それには健全財政を維持向上する方針を明確にす

るため、財政健全化条例を制定し、今後10年間の長期財政計画を作成し、それを広く住民に公

表すべきだと思いますが、町長の見解をお聞かせください。 

 以上、質問させていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） 健康福祉課長 片岡兼男君。 

〔健康福祉課長 片岡兼男君登壇〕 

○健康福祉課長（片岡兼男君） ただいまの山田議員からの大きく１点目の御質問、健康増進機

「ヘルストロン」の設置継続等についてお答えをさせていただきます。 

 初めに、１つ目の健康増進機「ヘルストロン」の現状と今後の方向性について相談はあった

のかの御質問についてでございますが、町社会福祉協議会からは撤去したい旨の話が以前から

あったとは聞いておりますが、正式には昨年12月に開催されました町社会福祉協議会の理事会、

そして評議員会で報告がなされたものでございます。内容は議員御説明のとおり、耐用年数が

大幅に超過しており、事故等の危険性があるなどの理由により撤去したいとの内容でございま

した。 

 次に、２つ目の地域福祉事業を担っているヘルストロンを撤去するに当たり、行政としての

見解はの御質問についてでございますが、町社会福祉協議会では、地域福祉の推進を図ること

を目的とする団体として、社会福祉に関する事業の企画及び実施などを担っていただいていま

す。その中で、ヘルストロンについては、地域コミュニティーを構築するための一助を担って

きた設備であると認識しており、現在まで実施をしていただいてきた事業でございます。しか

し、町社会福祉協議会におきまして、現状の機器の状況や利用者数及び更新のための導入経費

など、機器を管理する立場から十分検討された結果であると受けとめるとともに、特に利用者

の安全を考慮した結果からもすれば、行政の立場としましては、今回の決定はやむを得ないと
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考えるところでございます。 

 今後も社会福祉協議会と連携を図りながら、地域福祉事業の推進に何が必要なのかも含め、

今後も当協議会とさらに協議をしていきたいと考えているところでございますので、御理解賜

りますようよろしくお願いいたします。 

 以上、山田議員からの１点目の御質問についてお答えとさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） 住民課長 竹中敏明君。 

〔住民課長 竹中敏明君登壇〕 

○住民課長（竹中敏明君） 山田議員の１つ目の健康増進機ヘルストロンの設置継続等について、

４点の御質問がございました。住民課所管でございます３点目と４点目についてお答えをさせ

ていただきます。 

 最初に、３点目の平成27年度国民健康保険特別会計の実質収支額についてでございます。 

 出納整理期間後の収支の状況でございますが、歳出が33億9,100万円で、医療費の増嵩や保

険財政共同安定化事業の改正などもありまして、前年度比較は３億5,500万円ほどの増額とな

っております。歳入は36億2,500万円で、保険者支援制度の拡充による公費が投入されたこと

や保険財政共同安定化事業の改正などもありまして、前年度比較は３億2,000万円ほどの増額

となっております。歳入歳出差引額は２億3,300万円ほどで、前年度の剰余金と比較をしまし

て2,800万円ほどの減額となっております。 

 次に４点目の、この健康増進機の設置事業は国保がなすべき事業ではについてでございます。 

 国民健康保険の健全財政を堅持する上で、医療費の抑制につながる保健事業の推進は必須で

あり、このことから、特定健診の受診率や特定保健指導の実施率を向上させることを優先事項

としております。また、これらの保健事業に係る費用も被保険者の国民健康保険税が充てられ

ており、国保被保険者を対象としております。議員から提案がございました健康増進機の設置

事業は、不特定多数の住民の方を対象としており、国保がなすべき事業にはそぐわないと考え

ておりますので、よろしく御理解賜りますようにお願いをいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 総務課長 早野博文君。 

〔総務課長 早野博文君登壇〕 

○総務課長（早野博文君） 山田議員の大きい２つ目の財政健全化条例の制定と将来に向けまし

た長期財政計画の作成・公表についてお答えしたいと思います。 

 まず初めに、長期財政計画の策定についてでございますが、御承知のとおり当町におきまし

ては、今後、庁舎建設あるいは幼保一元化、そのほか施設老朽化等によります耐震化改修対策

など、実に多くの大型事業が予想されておりまして、こうした観点からも、議員の御質問のと

おり、将来の財政計画の策定に向けた検討を進めていく必要があることから、現在、財政シミ

ュレーションの策定に向けた準備をも進めているところでございます。 

 このシミュレーションの作成に当たりましては、当初、歳入歳出の科目ごとに今後10年間の

見込み額を算出をいたす方向で検討を進めておりましたが、今後10年間にわたる見込みを金額



－９４－ 

で示そうといたしますと、議員も少し触れられておりますが、昨今の社会情勢あるいは経済情

勢、景気の動向など、実に不透明な要素が多分にございます。あわせて一部の歳入科目、例え

ば地方譲与税、利子割交付金、地方交付税等々につきましても、非常に予測しがたいものもあ

ることから根拠性の薄いものになってしまうのではないかという懸念がございました。そのた

め、比率で示す方法、つまり健全化判断比率に基づく実質公債費比率や、あるいは将来負担比

率が今後どのように推移・影響していくかを示しましたシミュレーションを作成したほうが、

より適切なものになるのではないかと、そのように考えておるところでございます。 

 そこで、これら実質公債費比率と将来負担比率を含めました健全化判断比率につきましては、

既に御案内のとおり、毎年の９月の定例会におきまして前年度の数値を報告させていただいて

いるところでございます。昨年の定例会では、平成26年度の数値といたしまして実質公債費比

率で7.6％、将来負担比率で3.6％といった値を報告させていただいたところでございます。 

 したがいまして、当町におきましては、これら実質公債費比率と将来負担比率を用いて、今

後、大型事業で新たに借金をした場合に、どのように値が推移していくかを予測する財政シミ

ュレーションの作成に向け準備を進めているところでございます。しかしながら、このシミュ

レーションの場合につきましても、財政的な視点では有効でありますけれども、一方で、非常

に住民の皆様にとりましても決してわかりやすいものとはいえないところもございます。した

がいまして、このシミュレーションのみでなく、企画調整課で実施しております主要事務事業

ともより連携整合を図りながら、互いにその効果が得られるよう検討していく必要があるので

はないかなあと、そのように考えておりますので御理解いただきたいと思います。 

 それから、次にシミュレーションの公表についてでございますが、まず本年度において策定

を予定しております公共施設等総合管理計画、いわゆる今後の各公共施設のあり方、方向性を

踏まえながら、町が保有する基金の見直しなども検討する中で、より精度の高いシミュレーシ

ョンを作成いたし、さらには住民の皆様にもわかりやすく御理解いただける内容のものを目指

した上で、公表の有無について、そしてまた公表する場合には、その時期をも検討していく考

えでございます。御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 最後になりますけれども、財政健全化条例の制定につきましては、まちづくりの観点も含め

て大変意義のある御提言をいただいております。既に制定市町村の事例を拝見いたしておりま

すと、基金や起債に関します規定のほか、実に数多くの規定を盛り込む事例があるなど、規定

する内容も含めまして今後十分研究させていただきたいと思いますので、何とぞ御理解いただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（丹羽豊次君） ５番 山田利夫君。 

〔５番 山田利夫君登壇〕 

○５番（山田利夫君） 答弁ありがとうございました。 

 まず第１点目の健康増進機「ヘルストロン」の関係でございます。 
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 いみじくも住民課長は、国保被保険者対象外の方も利用されるからという非常に消極的な答

弁で、非常に落胆をいたしました。本来そういうことをおっしゃるんであれば、垂井町が一般

会計の実質収支がどれぐらい27年度出るかわかりませんけれども、その中で対応していただく。

全地区にということではないんです。とりあえず老人福祉センターかどこか決められたところ

で二、三機を設置していただいたらどうでしょうかということをお願いしておるんですけど、

木で鼻をくくったような言い方はやめてください。 

 それから第２点目の関係でございます。 

 財政健全化条例、総務課長、いみじくも研究をしていくということでございますので、これ

は前向きというふうに捉えます。早急にこれは条例化をしていただく必要がございます。 

 それから私がもう１つ申し上げたいのは、それぞれの個々の基本計画なり基本構想があるん

ですけれども、最終的な積み上がりは総合計画なんです。当然、その時点その時点でしか、い

わゆる経済情勢等が先のことはわかりませんので、その時点で注意書きなりを書きながら、ど

れぐらい必要なのかという表示もあっていいんではないかなというふうに思いますので、そこ

らあたりの御見解をお願いしたいと思います。 

○議長（丹羽豊次君） 町長 中川満也君。 

〔町長 中川満也君登壇〕 

○町長（中川満也君） 山田議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず１点目のヘルストロンについてでございます。木で鼻をくくったようなということで大

変御無礼をいたしました。決してそういう思いはないんでございますけれども、そう感じられ

たのでは、大変御無礼をいたしました。 

〔「一生懸命聞いておるんです」と呼ぶ者あり〕 

 ただ、今言いましたように、老人福祉センターにおきましても、各公民館におきましても、

使用実態を見てみますと、どうしてもやっぱり限られた方の少数の方が何回も使っておられる

というような実態がある中で、先ほど別の議員の方から健康寿命の話がございました。そうい

ったものをやはり伸ばしていくときに、より多くの方に使っていただくということが必要とな

ってまいりますので、じゃあヘルストロンでそれができるのかというと、別の方法ももちろん

あると思います。今の介護の関係の事業でありますとか、サロン関係でありますとか、そうい

ったものも踏まえながらやっていくということで、ただ費用の部分で考えますと１台が百六、

七十万するという非常に高額な機械、そして維持費もかかっていくというような状況の中で、

これを二十何年間置いてきた状況の中で、この状況を続けていくことが本当にいいことなのか

という判断の中で、社会福祉協議会、あるいは私もそれとは別に以前に話は聞いていたことが

あるんですけれども、各地区の公民館からも、もう撤去してほしいというような要望も実際あ

った中で社協は判断したという経緯もございます。ですから、そういったものを踏まえてトー

タルの判断として撤去するということでございますが、やはりそれにかわるべきサロン的な、

要するに集まったときにくつろげるようなというものを考えていく必要があるのではないかな
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というふうに思います。そこら辺は別の方法を考えていく必要があるというふうに思いますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから財政健全化条例のことに関してでありますけれども、議員のお話を聞いておりまし

て、実は総合計画ということと、それから財政健全化計画と聞いたときに、実は今の多治見市

長の前の多治見市長、西寺雅也さんという方がお見えになりまして、私がちょうど町長になっ

たときに多治見の市長をやっておられたんですけれども、財政に関して「多治見モデル」とい

うのをつくられた方なんですが、総合計画と、この財政健全化の緊縮の関係をうまく捉えられ

てつくられた方です。総合計画に基づく財政計画をつくられて、政策中心のものに切りかえら

れたというような形で、非常に脚光を浴びられた方です。僕にしましたら、すごく何か学者肌

の方のようにとられて、理論的にすごくしっかりやってみえたんだなあと思うところでありま

すけれども、振り返って我が町を見ますと、やはり５次総をつくるに当たって、より多くの方

に意見をいただきながらつくってまいりました。また、指標として、全てのものに金額が入っ

ておるわけではありませんけれども、将来10年後にどうなっているんだ、どういう数字を目標

に持つんだというようなことを取り入れながら５次総をつくった経緯がございます。また、こ

れを補完する意味で、３年ごとの実施計画（ローリング）をつくっておりまして、そこの中に

金額が出てくるというような状況でございます。先ほど担当課長、総務課長が申しましたけれ

ども、やはり収入において非常に不安定な要素がある中で、事業だけ、あるいは事業にしても

非常にこの10年先を見越すというのは非常に難しいところがあると思います。これを見越して

幾らかかるんだと、10年後には何千億かかるよと、その数字を示すことが本当にそれだけで、

ああそうかというふうになって、じゃあその実現性といいますか、実効性といいますか、そう

いったものをやはり担保できない以上、単なる数字を示したという形になってしまいますので、

そこら辺はやはり責任ある数字を示していく、少しでも実態に近い数字を示していくべきでは

ないかなというふうに思います。そういった部分では、今垂井町がやっております総合計画に

基づく３カ年ごとのローリングの中で実施計画に基づき事業をお示ししておる。これに基づい

て、将来的にはこれだけかかってくんだなというようなことも判断できるわけでございますの

で、そういった部分をさらにしっかりと詰めていく必要があると思います。ただ、財政の健全

化条例といったようなものにつきましては、まさにまちづくり基本条例とか、そういった基本

的なものにもかかわってくる部分もございますので、検討していく余地はあるのかなあという

ふうに思いますので、今後また少し時間をいただきたいというふうに思います。 

○議長（丹羽豊次君） 12番 栗田利朗君。 

〔12番 栗田利朗君登壇〕 

○１２番（栗田利朗君） 議長の許可を得ましたので、通告に従って一般質問をさせていただき

ます。 

 第１点目。スポーツ交流から友好姉妹都市へ。 

 三木市と垂井町のスポーツ交流のきっかけは、岩手地区が各年行っている兵庫県三木市平井
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地区にある竹中半兵衛重治公の墓参であります。平成22年墓参しました折に、平井地区公民館

で三木市の学芸員の方から三木合戦のお話を聞きました。昼食のとき、私は岩手と平井地区の

交流も長く続いていてよいけれど、これを機会に垂井町と三木市とのスポーツ交流をしません

かと問いかけたことが始まりでした。それ以来、私は数回にわたり話を進め、平成24年に実現

することができました。大型バス１台、乗用車２台、団員・指導者・保護者合わせて60名で、

朝６時に出発して９時前に着き、竹中半兵衛重治公の墓参を済ませてから、三木市の少年野球

チームと親善試合をして、18時ごろ帰ってきました。 

 平成26年には、垂井町合併60周年記念事業の一環として、三木市から少年野球チームに来町

していただき、北部グラウンドで交流試合を行い、翌日は竹中陣屋跡、禅憧寺などを見学され

ました。その折、中川町長から三木市の子供たちに挨拶をしていただきました。後日、三木市

の副市長から、今後もぜひ続けたいとの連絡の電話がありました。 

 去年は女子バレーボールチーム、町内３チームが三木市に行き、副市長、教育長、課長等の

お出迎えがあり、交流試合を行い、帰ってきました。今年は８月20日土曜日、三木市のバレー

ボールチーム３チームが府中の体育館で交流試合をする予定になっています。 

 そこでお尋ねいたします。 

 今後もスポーツ交流を長く続けていただくことはもちろんのことですが、この際、前向きに

検討され、友好姉妹都市協定を結ばれてはいかがでしょうか。国外では、平成３年からカルガ

リー市に中学生を派遣され、５年後の平成８年にカルガリー市カトリック教育委員会と垂井町

教育委員会が友好関係を結ぶ盟約を締結されています。私は、国内においても友好関係を結ぶ

市町があってもよいと思っています。 

 また、災害時の協定も結ばれてはいかがでしょうか、お尋ねします。 

 現在、熊本に大きな災害が起きているときでもあります。災害時協定につきましては、先ほ

ど同僚議員もお話しされましたけれども、隣の池田町は昨年の５月に、お茶が御縁で、災害時

応援協定を京都府宇治田原町と結ばれています。岡崎町長は、防災面でなく、観光や産業でも

交流を深めていきたいと話されていました。また、池田町の災害時応援協定は、以前にも福島

県国見町とも結ばれています。 

 ７月13日には、三木市主催の竹中半兵衛重治公の法要が行われます。私も出席させていただ

きます。スポーツ交流もことしで４回目です。今、ちょうどよいときではないでしょうか、中

川町長にお伺いします。 

 ２点目、文化財について。 

 垂井町第５次総合計画第８期実施計画、平成27年度から平成29年度にということで、２の５

文化についてお尋ねします。 

 こんなまちを目指します、こんなことに取り組みますとあり、施策の１つ目に、郷土芸能の

継承、伝統芸能の掘り起こしや後継者等の育成、２つ目に、文化財の保全と活用、施策１につ

いては、表佐太鼓、垂井曳 、子供歌舞伎、各地区にある祭りばやし、伊吹の神楽などがあり
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ます。施策２については、美濃国府跡整備計画策定事業、南宮大社保全修理事業、真禅院保全

修理事業など多くの事業が掲げてあります。 

 現在、町内には、国指定、県指定、町指定、国登録、町登録など83の文化財があり、他の市

町より評価の高い文化財が豊富にあります。私は、去年の12月にも文化財について一般質問を

させていただいた経緯がありますが、文化財については文化財審議委員が各地区１名ずつ見え

ます。文化財審議委員会の開催は、基本的に年１回と聞いております。やはり文化財について

は教育委員会の行動が不可欠であり、教育委員会の重要性が問われるところであります。 

 ５次総が掲げている文化財の保全・保護、郷土芸能の継承、次世代への文化の継承が大事で

あります。町内の各小・中学校校下には多くの文化財があり、子供たちに地元の文化財に興味

を持たせ、理解を深め、関心を高めることが大切であると思います。土曜日授業は地区ふるさ

と授業にしては。今既に取り組まれている学校もあるとお聞きしていますが、いかがでしょう

か、お尋ねします。 

 施策２の美濃国府跡整備計画策定事業は、美濃国府跡が平成18年に国の史跡になり10年経過

していますが、いつ終わるのでしょうか、予定をお尋ねします。 

 他の市町より豊富にある文化財全般について、教育長の所見をお伺いしまして私の一般質問

といたします。 

○議長（丹羽豊次君） 企画調整課長 栗本純治君。 

〔企画調整課長 栗本純治君登壇〕 

○企画調整課長（栗本純治君） 私のほうからは、栗田議員から友好姉妹都市及び災害協定の御

質問がございました。それについて答弁をさせていただきます。 

 三木市とは、郷土の武将、竹中半兵衛重治公が三木城を本拠地としていた別所長治を、信長

の命により豊臣秀吉とともに攻略をしていた最中に病で亡くなり、秀吉の本陣があった平井の

地に葬られ、敵方であったその地域の方々が、現在でも手厚く法要され、半兵衛公の本拠地で

あり、お墓もある岩手地区の方々が、平井地区の方々と交流をされているのが御縁で、行政と

しても平成25年７月に、三木城跡及び付城跡・土塁が国の史跡に指定されたことを祝して開催

されました「大河ドラマサミット」に参加をしております。また、翌年には、垂井町合併60周

年を祝して開催した「大河ドラマサミット」にも、三木市から副市長や平井地区の方々が出席

をしていただくとともに、平成25年以降は、毎年７月に平井地区で開催されます半兵衛公の法

要に町長や議会関係者などが出席するなど、半兵衛公を通じた交流を続けていますが、行政と

いたしましては本格的な交流には至っておりません。友好姉妹都市につきましては、相手のあ

る話でもあり、こちらの意向だけで成り立つものではございませんが、友好姉妹都市の締結に

より、職員や事業といった行政レベルでの交流、議員が御尽力のスポーツによる交流といった

民間レベルでの交流など、さまざまな交流が期待できるものでございます。また、行政の立場

から三木市との交流を考えたときに、本年４月に発生した熊本地震の例を見ても、友好姉妹都

市など、関係のある市町村からの支援は被災地にとっては大きな支援となり、災害時におけま
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す応援協定は、三木市との交流を本格的に進める大きなきっかけの一つとなると思われます。 

 災害応援協定だけを考えたときは、三木市と応援協定を結ぶことが町防災全体を考えたとき

に本当に有効な手段であるかどうかの検討をする必要がありますが、何も関係のない市町と締

結するより今後の展開に広がりを持たせやすいと考えておりますので、今後、相手の意向も踏

まえながら検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。何とぞ御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽豊次君） 教育次長 桐山浩治君。 

〔教育次長兼学校教育課長 桐山浩治君登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長（桐山浩治君） 栗田議員の第２点目の文化財についての中の土曜日

授業は地区ふるさと授業にしてはいかがでしょうかの質問についてお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、町内の各小学校下には多くの文化財があり、子供たちが住む地区の文

化財はもとより、垂井町の文化や歴史について学び、理解を深め、興味を持ち、関心を高めて

いくことは、とても大切なことであると考えています。議員御質問の土曜日授業の内容を地区

ふるさと授業にしてはどうかということにつきましては、平成27年度から試行、そして平成28

年度から本格的に開始をいたしました土曜日授業において、教科等の学習の復習をしたり、練

習に取り組んだりするなど、学んだことの習熟を図るだけでなく、体験や調査等を通した問題

解決的な学習により、思考力・判断力・表現力を育成したり、ふるさとに対する誇りや愛着を

育てる授業を行っております。中でも地区の歴史や文化を学ぶことにつきましては、地区のま

ちづくり協議会を中心に、地区の方々にお力添えをいただき、ふるさとの歴史を学ぶ教室を開

いていただいており、地区に伝わる踊りやお祭りといった地区の文化についても学ぶ場を設け

ていただいているところでございます。地区の歴史や文化を子供たちが学び、そして、それを

後世に伝承・継承していくことが、ふるさとに対する誇りや愛着を持つ子供の育成につながる

と考えております。 

 今後も土曜日授業だけでなく、各地区の方々にもお力添えをいただく中で、歴史や文化を学

べる場をつくり、ふるさと垂井に誇りと愛着を持った人間性豊かな児童・生徒の育成に努めて

まいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（丹羽豊次君） 生涯学習課長 衣斐 修君。 

〔生涯学習課長 衣斐 修君登壇〕 

○生涯学習課長（衣斐 修君） 栗田議員の２番目の質問、文化財についての中の美濃国府跡地

整備事業はいつ終わるのでしょうかの質問に対してお答えをいたします。 

 美濃国府跡は、今から1300年前に垂井町府中に置かれた古代美濃国の政治・経済・文化の中

心となる役所を中心とした遺跡でございます。この遺跡は、美濃国の古代や、その後の歴史を

理解する上で欠くことのできない重要な遺跡となっております。美濃国府跡については町教育

委員会により、平成３年から13次にわたる発掘調査を行いました。この調査で政庁を含む中心

施設が明らかとなり、平成18年１月26日に国の史跡となりました。平成19年には発掘調査で判
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明した政庁東脇殿跡の場所に、仮整備として花壇をつくり、地元の保存団体の方々に管理をお

願いしているところでございます。 

 平成22年から平成25年度にかけまして、この貴重な文化財を将来にわたって守り、次世代へ

と確実に継承していくために、史跡美濃国府跡保存管理計画を策定し、史跡の保護や活用につ

いての指針を示しております。平成26年度からは美濃国府跡の遺跡の整備に向けて、大学教授

など、専門家と地域の方々によります美濃国府跡整備計画策定委員会を立ち上げて、美濃国府

跡の整備に向けての会議を行っております。あわせまして、地元住民や町内の文化財・観光に

関する諸団体の方々の協力を得ながらワークショップを開催し、美濃国府跡の整備計画がより

よいものとなるよう意見交換を行っております。 

 また、史跡美濃国府跡の用地につきまして、現在、指定地の約95％が民有地であり、整備事

業を進めていくためには、これらの土地の公有地化が必要となってきます。この指定地の購入

につきましては、国から事業費の80％の補助金がいただけますので、現在、国・県に対しまし

て史跡購入についての協議を行っているところでございます。 

 今後の整備につきましては、史跡整備に必要な用地の購入と、整備計画をもとにした事業が

必要となってきます。史跡に必要な用地の購入面積といたしましては、約１万2,500平米の土

地と、それに附属する施設の補償が必要となり、指定地外の土地についても、駐車場などの便

益施設の整備のために用地を取得する必要が生じると考えられております。このことから、整

備に必要な土地の購入につきまして、数年程度かかる見通しでございます。 

 また、整備計画につきましては、現在基本計画を作成中でございます。用地取得後に整備を

行うための実施計画を作成する必要がありますし、長期間を要するものと考えております。 

 史跡のよりよい整備のために、御理解賜りますようお願いいたしまして、答弁とさせていた

だきます。 

○議長（丹羽豊次君） これをもって一般質問を終了いたします。 

 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日はこれをもって散会いたします。 

午後４時04分 散会  
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